
                                      
 

 

 

 

 

 

 

自立活動の指導の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月 

 

山口県教育委員会 

 

 

 



ああああああああ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

 障害のある幼児児童生徒が自立・社会参加するために必要な力を培う特別支援教育にお

いて、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導領域である「自立

活動」は教育課程上重要な位置を占めています。また、自己のもつ能力や可能性を最大限

に伸ばし、自立・社会参加する資質を養うため、人間としての基本的な行動を遂行するた

めに必要な要素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要

素を内容とする自立活動の指導の一層の充実が求められているところです。 

 本県では、特別支援教育ビジョン及び実行計画において、総合支援学校における教育の

質の向上を掲げ、「特別支援学校新着任者用研修テキスト」「個別の指導計画作成マニュア

ル及び記入例」の発行、特別支援学校教育課程研究協議会や総合支援学校連絡協議会の開

催により、各教科や自立活動等の指導・支援の充実に努めてきました。 

 こうした中、特別支援学校学習指導要領において、障害の重度・重複化、発達障害を含

む多様な障害に応じた指導を充実する観点から、自立活動の内容に「人間関係の形成」と

いう区分が新たに追加されるとともに、個別の指導計画作成の手順等が明確にされるなど

の改訂が行われました。このことを受けて、学校から、自立活動の指導に関する参考資料

を要望する声が多くあり、このたび本手引きを作成しました。 

 本手引きは、自立活動の基本的な考え方や個別の指導計画に基づく指導の進め方を示し

た「理論編」と、障害種別の指導内容等を整理した「資料編」で構成されています。また、

特別支援学級、通常の学級、通級指導教室における教育課程上の位置付けや指導内容例も

掲載しており、小・中学校、高等学校等でも活用できるように編集しています。 

今後、各総合支援学校での指導事例を掲載した「実践編」も作成する予定ですので、併

せて活用し、一人ひとりの障害の状態等に即した個別の指導目標や具体的な指導内容の設

定、個別の指導計画に基づく授業実践や評価の信頼性の向上などに役立てていただきたい

と考えています。 

 自立活動は学校の教育活動全体を通じて行われます。幼児児童生徒にかかわるすべての

教員の協力体制のもとで適切な指導、必要な支援が行われ、自立と社会参加へ向けた本県

の特別支援教育が一層充実することを期待します。 

 

 平成２５年４月 

 

                        山口県教育庁特別支援教育推進室 
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自立活動の指導の手引き 理論編 

自立活動とは 

 

１ 自立活動の意義 

特別支援学校の目的は、学校教育法第７２条により、「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、

中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を

図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」と示されています。 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校（以下、「小・中学校等」という。）の教育は、

幼児児童生徒の生活年齢に即して系統的・段階的に進められています。 

しかしながら、障害のある幼児児童生徒の場合は、その障害によって、日常生活や学習場面において

様々なつまずきや困難が生じることから、小・中学校等の幼児児童生徒と同じように心身の発達の段階

等を考慮して教育するだけでは十分とは言えず、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する

ための指導が必要となります。 

このため、特別支援学校においては、小・中学校等と同様の各教科等のほかに、特に「自立活動」の

領域を設定し、その指導を行うことによって、幼児児童生徒の人間として調和のとれた育成を目指して

いるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自立活動の目標 

 自立活動の目標は、特別支援学校学習指導要領において、次のように示されています。 

 

 

 

 

 幼児児童生徒がそれぞれの障害の状態や発達の段階等に応じて、主体的に自己の力を可能な限り発揮

し、よりよく生きていこうとすること。 

 

 幼児児童生徒の実態に応じ、障害によって生ずるつまづきや困難を軽減しようとしたり、また、障害

があることを受容したり、つまづきや困難の解消のために努めたりすること。 

 

 一人ひとりの幼児児童生徒の発達の遅れや不均衡を改善したり、発達の進んでいる側面を更に伸ばす

ことによって遅れている側面の発達を促すようにしたりして、全人的な発達を促進すること。 

 

 学習指導要領では、このねらいを達成するために、教師が指導し、幼児児童生徒が身に付けることが

期待される事項を整理してまとめたものを、自立活動の内容として示しています。 

自立活動 

個々の幼児、児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。 

 

 

 

 

「自立」とは 

「障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する」とは 

「調和的発達の基盤を培う」とは 

幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に 

準ずる教育 

障害による学習上又は生活上の困難を克服する 

ための指導 
＋ 

関 連 

特別支援学校における教育 
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３ 自立活動の内容とその取扱い 

 自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と、障害による学習上又

は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素からなりますが、その中の代表的なものが項目とし

て六つの区分の下に分類・整理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自立活動の六つの区分は、実際の指導を行う際の「指導内容のまとまり」を意味しているものではあ

りません。指導に当たっては、幼児児童生徒の実態把握を基に、六つの区分の下に示してある項目の中

から、個々の幼児児童生徒に必要とされる項目を選定し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容

を設定します。 

 また、小学校・中学校学習指導要領に示されている各教科等の「内容」は、すべての児童生徒に対し

て確実に指導しなければならない内容ですが、自立活動の「内容」は、個々の幼児児童生徒の障害の状

態や発達の程度等に応じて選定されるものであり、そのすべてを指導すべきものとして示されているも

のではないことに十分留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間として基本的な行動を遂行する 

ために必要な要素 

障害に基づく種々の困難を改善・克

服するために必要な要素 

２６の項目を六つの

区分の下に 

分類・整理 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 

環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

「他者とのかかわりの基礎に関すること。」 

「他者の意図や感情の理解に関すること。」 

「自己の理解と行動の調整に関すること。」 

「集団への参加の基礎に関すること。」 

を新たに追加し、『人間関係の形成』という 

区分の下に整理 

これまで「心理的な安定」の区分の下に設けられていた 

「対人関係の形成の基礎に関すること。」を削除するととも

に「感覚や認知の特性への対応に関すること」を『環境の 

把握』の区分に追加 

今回の改訂で… 

今回の改訂で… 

障害の重度・重複化、発達 

障害を含む多様な障害に応

じた指導の充実がねらい 

 学習指導要領等に示す自立活動の「内容」は、個々の幼児児童生徒に設定される具体的な「指導

内容」の要素となるものです。したがって、個々の幼児児童生徒の障害の状態や発達の程度等の的

確な把握に基づき、自立を目指して設定される指導の目標を達成するために、学習指導要領等に示

されている「内容」の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付け、具体的な「指導内容」

を設定することが重要です。このことが教員の重要な専門性のひとつと言えます。 

ポイント 
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                                                              ：改訂で新たに加えられた項目 

 

 

 生命を維持し、日常生活を行うために必要な身体の健康状態の維持・改善を図る観点から内容を示し

ている。 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

 

 

 自分の気持ちや情緒をコントロールして変化する状況に適切に対応するとともに、障害による学習上

又は生活上の困難を改善・克服する意欲の向上を図る観点から内容を示している。 

(1) 情緒の安定に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

 

 

 自他の理解を深め、対人関係を円滑にし、集団参加の基礎を培う観点から内容を示している。 

 (1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

 (2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

 (3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

 (4) 集団への参加の基礎に関すること。 

 

 

 感覚を有効に活用し、空間や時間などの概念を手掛かりとして、周囲の状況を把握したり、環境と自

己との関係を理解したりして、的確に判断し、行動できるようにする観点から内容を示している。 

 (1) 保有する感覚の活用に関すること。 

 (2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

 (3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

 (4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

 (5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

 

 

 日常生活や作業に必要な基本動作を習得し、生活の中で適切な身体の動きができるようにする観点か

ら内容を示している。 

 (1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

 (3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 

 (4) 身体の移動能力に関すること。 

 (5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

 

 

 場や相手に応じて、コミュニケーションを円滑に行うことができるようにする観点から内容を示して

いる。 

 (1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

 (2) 言語の受容と表出に関すること。 

 (3) 言語の形成と活用に関すること。 

 (4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

 (5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

 

１ 健康の保持 

２ 心理的な安定 

３ 人間関係の形成 

４ 環境の把握  

 ５ 身体の動き 

 ６ コミュニケーション 

自立活動の内容 
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４ 自立活動の教育課程上の位置付け 

 自立活動は、特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域であり、特別支援学校の教

育課程上重要な位置を占めています。また、小・中学校でも、特別支援学級又は通級による指導におい

て特別の教育課程を編成する場合に自立活動の内容を取り入れたり、通常の学級に在籍している児童生

徒の中で、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導が必要となる者について、

自立活動の内容を参考にして指導や支援を行うことが望まれます。 

 

＜特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室、通常の学級における自立活動の指導の取扱い＞ 

教育の場 自立活動の指導の取扱い 

特別支援学校 ◆特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域であ 

り、障害のある幼児児童生徒の教育において、教育課程上重要な位

置を占めている。 

◆授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし、 

 各教科等の指導においても、自立活動の指導と密接な関連を図って 

 行わなければならない。 

＜重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合＞ 

◆各教科等の全部又は一部を自立活動に替えることができる（道徳、

特別活動は一部）。 

特別支援学級 ◆特別支援学校学習指導要領を参考とし、自立活動の内容を取り入れ 

 るなどして、実情に合った特別の教育課程を編成することができる。 

通級指導教室 ◆自立活動の指導を行うことを原則とし、特に必要があるときに、障  

 害の状態に応じた各教科の補充指導を行う。 

通常の学級 ◆障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導  

 が必要な児童生徒に対して、自立活動の内容を参考にして指導・支

援を行う。 

 

(1)  特別支援学校における教育課程上の位置付け 

 ①自立活動の時間における指導 

 自立活動の指導は、授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心として行われますが、

特設された自立活動の時間はもちろん、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動

の指導を通じても適切に行わなければなりません。つまり、自立活動の指導は学校の教育活動全体を通

じて行うものであり、自立活動の時間における指導は、その一部であることを理解する必要があります。 

 自立活動の指導は、学校の教育活動全体を通じて行うものであることから、自立活動の時間における

指導と各教科等における指導とが密接な関連を保つことが必要です。 

 

 

 

 

 

◆自立活動の指導は、学校の教育活動全体を通じて行う 

◆自立活動の時間における指導（特設の指導）と各教科

等における指導との密接な関連を保つ 

ポイント 
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②自立活動の時間に充てる授業時数 

 自立活動の時間に充てる授業時数は、個々の児童生徒の障害の状態等に応じて適切に設定される必要

があります。このため、各学年における自立活動に充てる授業時数については、一律に授業時数の標準

としては示さず、各学校が実態に応じた適切な指導を行うことができるようにしています。 

 ただし、標準時数を示していないからといって、自立活動の時間を確保しなくてもよいということで

はなく、個々の児童生徒の実態に応じて、適切な授業時数を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜特別支援学校小学部第３学年(肢体不自由)の児童の場合の例＞ 

区  分 標準時数 
対象児童の

時数 

 

 

 

各教科の 

 

授業時数 

国  語 ２４５ １７５ 

社  会 ７０ ７０ 

算  数 １７５ １７５ 

理  科 ９０ ９０ 

生  活   

音  楽 ６０ ６０ 

図画工作 ６０ ６０ 

家  庭   

体  育 １０５ ３５ 

道徳の授業時数 ３５ ３５ 

外国語活動の授業時数   

総合的な学習の時間の授業時数 ７０ ７０ 

特別活動の授業時数 ３５ ３５ 

自立活動の授業時数  １４０ 

総授業時数 ９４５ ９４５ 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 従前、養護・訓練に充てる授業時数については、週当たり３単位時間が標準であると示されてい

ましたが、平成 11 年の盲・聾・養護学校学習指導要領の改訂において、子どもの実態により一層応

じた自立活動の指導が行えるようにするため、障害の状態に応じて適切に定めるとされました。 

 

◆自立活動の時間に充てる授業時数は、各学年の総授業時数の枠内に含まれることとなって

おり、自立活動の時間に充てる授業時数を加えると、総授業時数が小学校・中学校の総授

業時数を上回ることがあります。こうした場合には、児童生徒の実態及びその負担過重に

ついて十分考慮し、各教科等の授業時数を適切に定めることが大切です。 

 

ポイント 

◆週当たり４単位時間、自立活動 

の時間における指導を設定した 

例です。 

◆自立活動の時間では「コミュニ 

ケーション」「身体の動き」を中 

心とした指導内容を設定するた

め、国語・体育の時数を減らし 

て総授業時数を調整するととも

に、自立活動と国語・体育の内 

容の関連を図るようにします。 

◆学校の教育活動全体を視野に入 

れた効果的な指導のためには、 

個別の指導計画の作成と活用が 

重要となります（Ｐ１３～参照）。   
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③重複障害者等に関する教育課程の取扱い 

 重複障害者については、一人ひとりの障害の状態が極めて多様であり、発達の諸側面にも不均衡が大

きいことから、心身の調和的発達の基盤を培うことをねらいとした指導が特に必要であり、特別支援学

校学習指導要領では、自立活動の指導を中心に行うことについて、以下のように規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この場合、自立活動を主とした教育課程においても、自立活動のほかに、道徳と特別活動の一部につ

いては必ず指導しなければならないことに留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、ここで規定する「重複障害者」とは、当該学校に就学することになった障害以外に他の障害を

併せ有する児童生徒であり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由及び病弱について、原則的に

は学校教育法施行令第２２条の３において規定している程度の障害を複数併せ有する者を指していま

す。しかし、教育課程を編成する上で、この規定を適用するに当たっては、指導上の必要性から、必ず

しもこれに限定される必要はなく、言語障害、自閉症、情緒障害等を併せ有する場合も含めて考えてよ

いとされています。 

 

 

 

 

 

 

◆ 重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合は、各教科、道徳、外国語活動若し

くは特別活動（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行

う特別支援学校の高等部においては、各教科・科目若しくは特別活動、知的障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校の高等部においては、各教科、道徳若しくは特別活動）の目標及

び内容に関する事項の一部を取り扱わず、自立活動の指導を主として行うことができる。 

◆ 各教科や外国語活動（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校の高等部においては、各教科）の目標及び内容の全部又は総合的な学習

の時間に替えて、主として自立活動の指導を行うこともできる。 

 

＜目標及び内容の全部を自立活動に替えることができるもの＞ 

◆各教科・科目       ◆外国語活動       ◆総合的な学習の時間 

 

＜目標及び内容の一部を自立活動に替えることはできるが、全部を替えることができないもの＞ 

◆道徳           ◆特別活動 

 

ポイント 
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④知的障害者である幼児児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の自立活動 

 知的障害のある幼児児童生徒には、全般的な知的発達の程度や適応行動の状態に比較して、言語、運

動、情緒、行動等の特定の分野に、顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態が知的障害に

随伴して見られます。そのような障害の状態による困難の改善等を図るためには、自立活動の指導を効

果的に行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、知的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部、中学部及び高等部におい

ては、知的発達の遅れや適応行動の困難に応じた各教科が設けられており、自立活動と各教科双方の指

導内容の関連を踏まえた効果的な指導が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例＞教科の指導と自立活動の指導との関連 

 

◆自立活動 

 ○児童生徒が自立を目指し、障害による困難を主体的に改善・克服するための指導領域 

 ○知的発達の遅れに随伴した言語、運動、情緒、行動等の顕著な発達の遅れや特に配慮を必要と 

  する様々な状態に対応 

◆各教科 

 ○一般的な発達段階を踏まえ、内容を学年別、系統的・段階的に配列 

 ○知的障害の各教科は、知的発達の遅れや適応行動の困難に対応 

 

教科：内容 自立活動 

【小学部】 

算数：形を見分ける 

（○、△、□の型はめ） 

４ 環境の把握 

(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること→色の見分け              

５ 身体の動き 

(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること→手指の巧緻性 

【小学部】 

生活科：歯磨き 

４ 環境の把握 

(2)感覚や認知の特性への対応に関すること→味覚 

５ 身体の動き 

(3)日常生活に必要な基本動作に関すること→手首のひねりや上下運動 

【中学部】 

保健体育：健康・安全

に関する初歩的な事

柄の理解 

１ 健康の保持 

(4)健康状態の維持・改善に関すること→生活のリズムの安定 

【高等部】 

国語：相手や目的、場

に応じた適切な会話 

 

３ 人間関係の形成 

(2)他者の意図や感情の理解に関すること→相手の意図の読み取り 

６ コミュニケーション 

(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること→適切な手段の選択 

  

◆顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態の例 

＜言語・運動面＞ 

・理解言語の程度に比較して、表出言語が極めて少ない。 

・全体的な身体機能の発達の程度に比較して、特に平衡感覚が未熟である。 

＜情緒・行動面＞ 

・心理状態が不安定になり、パニックになりやすい。 

・極めて動きが多く、注意集中が困難である。 
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(2)  小・中学校における教育課程上の位置付け 

 ①特別支援学級での指導 

 特別支援学級の教育課程の編成については、学校教育法施行規則第１３８条で、「小学校若しくは中

学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場

合は、第５０条第１項、第５１条及び第５２条の規定並びに第７２条から第７４条までの規定にかかわ

らず、特別の教育課程によることができる。」と規定されています。 

 この規定を受けて、小学校、中学校学習指導要領解説において、特別支援学級の教育課程の編成につ

いて以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②通級による指導 

 通級による指導の教育課程は、学校教育法施行規則第１４０条及び第１４１条において規定されてい

ます。第１４０条では、障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教

育課程によることができること、第１４１条では、児童生徒が、その在籍する学校以外の学校において

通級による指導を受ける場合（いわゆる他校通級の場合）、児童生徒が在籍する学校の校長が、他の学

校で受けた授業を、在籍学校の特別の教育課程に係る授業とみなすことができることが規定されていま

す。 

 この規定を受けて、小学校、中学校学習指導要領解説では、「特別の指導とは、障害による学習上又

は生活上の困難の改善・克服を目的とする指導である」ことを明確にした上で、通級による指導におけ

る教育課程の編成について以下のように示されています。 

 

 

 …特別支援学級において、特別の教育課程を編成する場合には、学級の実態や児童（生徒）の障

害の程度等を考慮の上、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば、障害によ

る学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立活動」を取り入れたり、

各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童（生

徒）に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして、実情に合った教育課程を

編成する必要がある。… 

 

 特別支援学級においては、自立活動を取り入れた教育課程を編成することができます。 

   ◆自立活動の時間を設定する 

   ◆各教科等の具体的な指導内容を設定する際に、自立活動の内容を参考にする 

 など、実情に合った教育課程を編成する必要があります。 

 

ポイント 
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 ③通常の学級での指導 

 小学校又は中学校の通常の学級に在籍している児童生徒の中には、通級による指導の対象とはならな

いものの、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導が必要となる者がいます。

こうした児童生徒の指導に当たっては、特別支援学校学習指導要領解説自立活動編に示された内容を参

考にして適切な指導や必要な支援を行うことが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …指導に当たっては、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば、障害によ

る学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立活動」の内容を取り入

れるなどして、個々の児童（生徒）の障害の状態等に応じた具体的な目標や内容を定め、学習活動

を行うことになる。また、これに加えて、特に必要があるときは、特別の指導として、児童（生徒）

の障害の状態等に応じて各教科の内容を補充するための指導を一定時間内において行うこともで

きることになっている。… 

   

 通級による指導では、自立活動が指導の中心となります。  

◆特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指

導、いわゆる各教科の補充指導を含めることができます。 

◆各教科の補充指導とは、障害の状態に応じた特別の補充指導であって、単なる教科の 

 遅れを補充するための指導ではないことに留意する必要があります。 

   

    

 

 

  

 

ポイント 

＜各教科の補充指導＞ 

○…言語障害のために遅れをきたしている国語の指導を行う 

×…言語障害とは直接関係のない算数の遅れの指導を行う 
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＜自立活動の内容を参考にした通常の学級における指導・支援の例＞ 

 

区分 通常の学級で行える指導・支援の例 

健康の保持 ◆運動への参加を促すことによる、健康的な生活サイクルの構築 

◆絵本、ビデオ等での障害理解 

◆保健の授業を利用した健康指導 

◆栄養指導をとおした食生活の改善   など 

心理的な安定 ◆体育、音楽時等におけるリラクゼーションの導入 

◆リソースルームの活用（安心する場の確保） 

◆不安に対する自己対処法の形成 

人間関係の形成 ◆集団内でのストレスマネージメント学習の導入 

◆集団におけるソーシャルスキル指導 

◆集団行動の学習 

環境の把握 ◆特性に応じた視覚支援の利用 

◆即時にフィードバックできる環境作り（ビデオ・鏡の利用等） 

◆授業におけるねらいの提示 

◆授業の進行状況の提示 

◆教室内の構造化（環境整備、板書、座席、仕切り等） 

◆感覚統合遊び 

身体の動き ◆体育時間の活用（体づくり運動の導入と工夫） 

◆実技４教科＜音楽、保健体育（体育）、美術（図画工作）、技術・家庭（家

庭）＞の中での作業指導の工夫 

◆基本の運動の重視、系統化 

◆作業に応じた全身の力のコントロール（過度の疲労蓄積の防止） 

コミュニケーション ◆あいさつ、マナー指導 

◆少集団でのソーシャルスキル指導をとおしたコミュニケーション指導 

 （上手な依頼の仕方、誘い方、断り方、気持ちの伝え方） 

◆日記、作文の指導 

◆全体の前での発表、ディベート 

◆カードを用いたコミュニケーション指導 

◆音韻操作（しりとりあそび、ことばあつめ、さかさことば） 

◆聴いて行動する（３ヒントクイズ、買い物ゲーム、伝言ゲーム） 

◆お話づくり（「おはなしカード」を使って） 
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ＩＣＤ（国際疾病分類） 

自立活動の指導の手引き 理論編 

「個別の指導計画」に基づく自立活動の指導の進め方 

 

１ 障害のとらえ方と自立活動の指導 

 自立活動の指導においては、一人ひとりの幼児児童生徒の「学習上又は生活上の困難」を把握し、そ

の改善・克服を図るための指導の方向性や関係機関との連携の在り方などを検討することになりますが、

その際、幼児児童生徒の身体の機能損傷や機能不全等だけに着目するのではなく、指導をすればできる

こと、環境を整えればできることに一層目を向けることが必要です。 

ＷＨＯ（世界保健機関）は、平成 13年に、従来用いていた「国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）」の改訂版

として「国際生活機能分類（ＩＣＦ）」を採択しました。 

 ＩＣＦでは、「人間の生活機能は『心身機能・身体構造』『活動』『参加』の三つの要素で構成されて

おり、それらの生活機能に支障がある状態を『障害』ととらえている。そして、生活機能と障害の状態

は、健康状態や環境因子等と相互に影響し合う。」とされています。 

 自立活動の指導においては、ＩＣＦの考え方を踏まえ、生活機能や障害、環境因子等をより的確に把

握し、相互の関連性についても十分考慮することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素間の相互作用（概念図） 

                （出典：厚生労働省大臣官房統計情報部編「生活機能分類の活用に向けて」） 

健康状態 

心身機能・ 

身体構造 

活 動 

 

 

参 加 

 

 

精神機能 

運動機能 

視覚、聴覚、等 

歩行、 

各種ＡＤＬ、 

家事、職業能力、等 

就労、趣味、 

スポーツ、 

地域活動、等 

生

活

機

能 

環境因子 個人因子 

物的環境：福祉用具、建築、等 

人的環境：家族、友人、等 

社会環境：制度、サービス、等 

年齢、性別、民族、生活感、 

価値観、ライフスタイル、等 

疾病、外傷、等 

実行状況     能力 

(している) (できる) 

 

 

実行状況     能力 

(している) (できる) 
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 自立活動が指導の対象とする「障害による学習上又は生活上の困難」を、ＩＣＦとの関連でとらえる

ということは、精神機能や視覚・聴覚などの「心身機能・身体構造」、歩行やＡＤＬなどの「活動」、趣

味や地域活動などの「参加」といった生活機能との関連で「障害」を把握することを意味します。 

その上で、生活機能と障害に個人因子や環境因子がどのように関連しているのか、相互の関連性につ

いても十分考慮することが求められます。 

なお、ＩＣＦの特徴の一つは環境因子等を適切に考慮する点にありますが、成長期にある幼児児童生

徒の実態は様々に変化するので、それらを見極めながら環境を構成したり整えたりする必要があります。 

 

＜例：下肢にまひがあり、移動が困難な児童＞           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」Ｐ22 の記載例をもとに図示） 

児童の自立を目指す観点から指導の目標を設定 

目標達成に必要な指導内容を多面的な視点から検討 

 

 ◆移動を円滑に行う観点からだけでなく、心理的な安定、環境の把握、 

  コミュニケーションなど様々な観点を踏まえて指導内容を設定 

   【例】危険の予測、困難な状況が生じた際の他者への依頼 等 

健康状態 

心身機能・ 

身体構造 

活 動 

 

 

参 加 

 

 

まひの状態 
移動の困難性 

移動手段の活用 

周囲の状況の把握 

コミュニケーション

の状況 

趣味  等 

生

活

機

能 

環境因子 個人因子 

・地域のバリアフリー環境 

・周囲の人の意識 

・本人の外出に対する意欲、習慣等 

 

 

疾病、外傷、等 

実行状況     能力 

(している) (できる) 

 

 

実行状況     能力 

(している) (できる) 
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２ 「個別の指導計画」の作成 

 従前、自立活動の指導に当たっては、個別の指導計画を作成することとされ、具体的な指導内容を設

定する際の配慮事項が示されていました。今回の改訂では、すべての幼児児童生徒について、各教科等

にわたる個別の指導計画の作成が規定されたことから、個別の指導計画の作成についてより一層理解を

促すため、幼児児童生徒の実態の把握、指導の目標（ねらい）の設定、具体的な指導内容の設定、評価

等についての配慮事項がそれぞれ示されました。 

 

  

 

              ○幼児児童生徒の学習面、生活面の様子 

              ○担任や担当者の気付きや願い 

※各教科・領域等に関する実態把握は前年度からの引継ぎを基にする。 

※個別の教育支援計画を活用する。 

 ＜本人や保護者の願い、家庭・地域の様子、関係機関からの支援＞ 

 

              ○年間指導目標の設定 

              ○学期の指導目標の設定 

※個別の教育支援計画の長期目標（３年間）及び重点目標（１年間）を踏まえ

て設定する。 

※具体的な目標、系統的な目標、評価可能な目標を設定する。 

 

              ○指導内容の選択、配列 

              ○指導方法、指導形態の工夫 

              ○学習指導案の作成 

※幼稚園教育要領、小・中・高等学校学習指導要領、特別支援学校学習指導要

領及び指導内容一覧等に基づき設定する。 

※各学年、学級の指導計画（年間計画等）との関連を図る。 

 

              ○授業実践、授業記録 

              ○形成的評価 

※学習指導案を作成しながら、個別の指導計画に基づく授業実践を行う。 

 

              ○学習活動の評価 

              ○年間・学期の指導目標・内容の評価・改善 

※ペーパーテスト、観察、作品、レポート等による評価、教員同士や保護者を

含む外部人材との連携協力による評価、児童生徒の自己評価及び相互評価等

により、総合的な評価を行う。 

※評価結果に基づき、具体的な工夫・改善を行う。 

 ＜実態の見直し、指導目標・内容・方法の見直し＞ 

 

 

 

 

 

１ 実態の把握 

２ 目標の設定 

３ 指導計画の作成 
(指導内容の設定等) 

４ 指導の展開 

５ 評    価 

Ａ 
Action 

Ｐ 
Plan 

Ｄ 
Do 

Ｃ 
Check 

個別の指導計画に基づくＰＤＣＡサイクル 

 「特別支援教育における『個別の指導計画』作成のために－記入例－」 

（平成２２年３月、山口県教育委員会）に、実際の記入例を掲載していま 

すので、併せて参考にしてください。 
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(1)  実態把握 

 自立活動では、それぞれの障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服することを目標

としていることから、必然的に一人ひとりの指導内容・方法も異なります。そのため、個々の児童生徒

について、障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などの的確な把握が求められ

ます。 

 実態把握の具体的な内容としては、以下のような項目があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前項のＩＣＦの考え方を踏まえると、本人の能力面に関する把握のみではなく、施設・設備等の環境

面についても確認し、現状を整理しておく必要があります。 

 

 実態把握の方法としては、以下のような方法が考えられます。それぞれの方法の特徴を十分に踏まえ

ながら、目的に即した方法を用いることが大切です。 

 

観察法 

・観察により、子どもの行動の特徴や発達の状態を明らかにする。 

・自由な活動場面や一定の条件下の場面における様子を観察する。 

・観察する視点を明確にするために、チェック票などを活用することもある。 

検査法 

・知能検査や発達検査、性格検査、視力検査や聴力検査等を実施し、子どもを理解 

する資料を得る。 

・結果が数値で表され、標準化されている。 

・検査の下位項目一つひとつの結果を十分に分析することと、検査の過程でどのよ 

うな行動が見られたかを記録・分析することで、課題設定や指導の手がかりを得 

ることができる。 

・検査の特徴や考え方を理解するとともに、検査を行う目的について十分検討した 

上で利用する。 

情報収集法 

・生育歴、医学的診断の内容、治療の記録等の子どもの過去から現在に至る情報を 

収集し、指導の基礎資料とする。 

・過去の状況の資料：生育歴、病歴、治療歴、教育歴 等 

・現在の状況の資料：医学的所見、生活環境や家庭環境、家庭の様子、学習の様子 

・情報収集の目的を明確にし、必要な情報を適切に収集する。 

 

□ 病気等の有無や状態           □ 視機能・聴機能 

□ 生育歴                 □ 知的発達や身体発育の状態 

□ 基本的な生活習慣            □ 興味・関心 

□ 人やものとのかかわり          □ 障害の理解に関すること 

□ 心理的な安定の状態           □ 学習上の配慮事項や学力 

□ コミュニケーションの状態        □ 特別な施設・設備や補助用具の必要性 

□ 対人関係や社会性の発達         □ 進路 

□ 身体機能                □ 家庭や地域の環境      等 
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 収集した情報は、指導計画の作成や実際の指導・支援に生かすことが重要ですが、そのためには収集

した情報を整理する必要があります。具体的には下表のような観点で整理することができます。また、

自立活動の区分に即して整理することも有効です。 

 

 

 

自立活動の区分 ①健康の保持   ②心理的な安定   ③人間関係の形成 

④環境の把握   ⑤身体の動き    ⑥コミュニケーション 

読み・書き・数の 

学習レディネス 

①運動・動作の技能・・・目と手の協応 等 

②知覚の技能・・・図と地、形、位置、空間 等 

③基礎的な概念形成の技能・・・二つ以上の事物の関連、類似性 等 

教科の内容を構成 

する視点 

○国語科・・・「聞く・話す」「読む」「書く」 

○算数・数学科・・・「数量の基礎」「数と計算」「量と測定」 

          「図形・数量関係」「実務」 

評価の観点 ○関心・意欲・態度  ○思考・判断・表現  ○技能  ○知識・理解 

 

 

（自立活動の区分で整理した例） 児童：小学部第１学年 肢体不自由（脳性まひ）、知的障害 

                     （「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」より） 

障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などについて情報収集 

 

 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

・体調は安定して 

 いるが、刺激が

乏しくなると眠

ることがある。 

・不安になりやすい  

 が、本児をよく知

っている人がか

かわると落ち着

く。 

・いつも接する教師 

 や、家族とのかか 

わりを喜ぶ。 

・音の変化に気付 

 き、表情を変え 

 る。音源を探索 

する様子も見ら 

れる。 

・触れた物をつか 

 むが、玩具に手 

 を伸ばそうとは 

 しない。 

・機嫌のよいときによ 

 く発声する。 

 

 また、実態把握に当たっては、以下の点にも留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の整理の観点 

・保護者から生育歴や家庭生活の状況を聴く際には、その心情に配慮し共感的な態度で接する。 

・教育的立場からの実態把握ばかりでなく、心理学的な立場、医学的な立場からの情報を収集した 

り、幼児児童生徒が支援を受けている福祉施設等からの情報を収集したりして、多面的な実態把 

握を行う。 

・幼児児童生徒の実態把握が十分に行われないと、個別の指導計画が作成できないわけではない。 

 その時点で収集した実態把握に基づいて個別の指導計画を作成し、それに基づく指導を通して、 

 実態把握を更に進化させ、個別の指導計画を修正していくという柔軟な対応も必要となる。 

・実態把握で得る情報は、指導に必要となる範囲に限定し、適切に管理する。 
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具体的な 

目標設定の 

ポイント 

(2)  指導目標の設定 

 指導の目標（ねらい）の設定に当たっては、個々の幼児児童生徒の実態把握に基づいて、幼稚部、小

学部、中学部、高等部の各部の在籍期間、学年等の長期的な観点に立った目標とともに、当面の短期的

な観点に立った目標を定めることが、自立活動の指導の効果を高めるために必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜短期目標の要件＞ 

 ・的確な実態把握に基づいた目標        ・長期目標との関連を考えた目標 

 ・現実的な目標（達成可能で優先順位が高い）  ・具体的な目標（観察・評価が可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、具体的な目標設定を行うためには、「条件」「行動」「基準」が示されていることが大切です。 

 

 

 

 

条件 登校してすぐ、絵カードを見ながら 

行動 一人でＴシャツを着る 

基準 Ｔシャツを１０分以内で 

 

・短期目標同士が発達的な関係にあり、系

統的な短期目標を達成することで長期目

標を達成していきます。 

 

・ ・将来の可能性を広い視野から見通

した上で、現在の発達の段階にお

いて育成すべき目標、内容を選定

し、重点的に指導します。 

 

・実践を評価し、次の短期目標設定

や長期目標の修正に反映します。 

◆抽象的な言葉でとどめず、具体的な姿を想定して記述する。 
  （例）× 「感じる」「楽しむ」 
     ○ 「～という感じ方をする」「～という楽しみ方をする」 
◆複数の行動や要素を含めない。 

  （例）× 「好きな物を選び、それを使って楽しむ」 
     ○ 「～の方法で二つから一つを選ぶ」 
◆解釈が多様化する表現でとどめず、目標の範囲や条件を限定する。 

  （例）× 「係の仕事を立派にやりとげる」 
     ○ 「すべての机を一人で隅々まで拭く」 

長期目標 

短期目標 

短期目標 

短期目標 

短期目標 

（例）短期目標：「毎日の着替えの練習を通して、一人で服を着替えることができる。」 

◆評価が可能 

◆次につながる指導が可能 

 ・絵カードの次は文字カードで 

 ・T シャツの次はズボンを 

 ・10 分以内でできたら次は５分以内で 

 評価が可能か？（どのような状況であれば達成したと言えるか。） 
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(3)  指導内容の設定 

 自立活動の指導においては、個々の幼児児童生徒の実態に即して、それぞれの指導目標や具体的な指

導内容を工夫することが必要となります。教科指導のようにあらかじめ指導する内容が決まっていると

考えるのではなく、個々の幼児児童生徒の実態に即して、指導の道筋そのものを組み立てていくことが

求められる指導であることに留意することが大切です。 

 

 ①指導内容を設定する際の配慮事項 

 具体的な指導内容の設定に当たっては、自立活動の「内容」の中からそれぞれに必要とする項目を選

定し、それらを相互に関連付けることになりますが、その際の配慮事項は以下の４点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的な指導内容設定のポイント＞ 

 ① 主体的に取り組む指導内容 

 自分のなすべきことを意識し、努力の結果、課題が達成できたという成就感を味わうことができるよ

うにするためには、次のような点に配慮して指導内容を設定することが必要です。 

 ◆ 解決可能で、取り組みやすい指導内容にすること。→易しすぎず、難しすぎない内容 

   ◆ 興味・関心をもって取り組めるような指導内容にすること。 

     →指導の段階の細分化、興味を引く教材・教具の準備 

   ◆ 目標を自覚し、意欲的に取り組んだことが成功に結び付いたということを実感できる指導内 

容にすること。→課題を細分化しての自己評価の実施、適切なタイミングでの賞賛や激励 

  

また、今回の改訂では、自己に対する肯定的なイメージを早期から育てることも大切であることから、

「自己を肯定的にとらえることができるような指導内容を取り上げること」が新たに示されました。具

体的な指導としては、次のような方法が考えられます。 

◆ 自立活動の学習に取り組む自分について振り返る機会を適宜設定して、がんばっている自分を

確認したり、過去と比較して成長していることを実感できるようにしたりすること。 

  ◆ 本人の意見を取り入れながら自立活動の学習場面を設定すること。 

  ◆ 特に中学部、高等部においては、先輩の話を聴く機会を設けること。  

① 主体的に取り組む指導内容 

興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうとともに自己を肯定的にとらえること

ができるような指導内容を取り上げること。 

② 改善・克服の意欲を喚起する指導内容 

  障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることができ

るような指導内容を重点的に取り上げること。 

③ 遅れている側面を補う指導内容 

  発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって、遅れている側面を補うことができる 

 ような指導内容も取り上げること。 

④ 自ら環境を整える指導内容 

  活動しやすいように自ら環境を整えたり、必要に応じて周囲の人に支援を求めたりする 

 ことができるような指導内容も計画的に取り上げること。  
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② 改善・克服の意欲を喚起する指導内容 

 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとすることは、自立活動の目標にも示されて

いる重要な観点であり、指導内容の設定に当たっても、そのための意欲を喚起できるようにすることに

重点を置く必要があります。 

 この場合、その意欲は単なる座学や抽象的な知識・理解によって育てることは難しく、実際的な経験

等の具体的な学習活動を通して指導することが効果的です。 

 

 ③ 遅れている側面を補う指導内容 

 人間の発達は諸々の側面が有機的に関連し合っていることを踏まえ、発達の進んでいる側面を更に促

進させることによって、幼児児童生徒の自信と活動や学習への意欲を喚起し、遅れている面の伸長や改

善に有効に作用することも少なくありません。したがって、指導内容の設定に際しては、個々の幼児児

童生徒の発達の進んでいる側面にも着目することが大切です。 

 

 ④ 自ら環境を整える指導内容 

 障害のある人々を取り巻く社会的状況の変化の中で、障害の状態をとらえる上で環境要因が重視され

ていることや、周囲のサポートを得ながら自分らしく生きるという考え方が広がっていることを踏まえ

今回の改訂において明示されました。 

 環境を整えて活動しやすいようにすることは、幼児児童生徒自身が行う場合と周囲の人に依頼してや

ってもらう場合が考えられます。まずは、幼児児童生徒自ら環境に働き掛けられるような力を育むこと

が大切であり、自分だけで活動しやすい環境がつくれない場合は、周囲の人に依頼をして環境を整えて

いくことを指導する必要があります。 

 

 幼児児童生徒自身が行う場合 

 ・幼児児童生徒が自ら行おうとする活動について、適した場所の選択、不要なものの除去、明かりや

音などの室内環境の調整、道具や補助用具の選択と配置などに気を付け、実際に身の回りの環境を

整えることができるように段階的に指導します。 

 周囲の人に依頼する場合 

 ・単に依頼の仕方を教えるだけに終わらないよう留意する必要があります。 

 ・求める環境は、自分自身で判断しなければならないため、調整のためには再依頼をしなければなら

ないこともあることなどを体験的に学習できるようにすることが必要です。 

 ・他者に支援を依頼することを経験するだけでなく、その反対に他者からの依頼を受けて支援を行う

経験をすることにより、依頼を受ける側の心情にも配慮できるように指導することも大切です。   

 指導の例 

  ◆弱視の幼児児童生徒が読書をする場合、適切な明るさを確保するために照明等の準備をしたり、準

備が一人でできない場合に他者への依頼の仕方を学んだりする。 

 ◆自閉症のある幼児児童生徒が、不快に感じる音や光、雰囲気等を避けるために場所を移動したり、 

移動することを周囲の人に伝えたりする。 
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 ②指導内容設定の手順 

 指導内容の設定に当たっては、全２６項目の中から指導目標を達成するために必要な項目を選定した 

上で、選定された項目を関連付けて指導内容を設定していきます。 

 その際に、以下に例として示す流れを参考にしたり、『資料編』の「障害種別の自立活動内容表」「自 

立活動の区分・項目別指導内容例」を活用したりすることで、より具体的な指導内容を設定することが 

できます。 

 

【記入例：自閉症のある児童生徒への自立活動の指導内容設定の流れ】

収集した情報を自立活動の区分に即して整理

心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

・感情のコント

ロールができず、

自暴自棄になるこ

とがある。

・順番やルールが

守れなくて、友だ

ちとトラブルにな

ることがある。

・漢字を正しく書

くことができず、

定着しにくい。

・運動やゲームを

することは好きで

ある。

・自分の気持ちを

うまく伝えること

ができない。

いくつかの指導目標の中で優先する目標として

指導目標を達成するために必要な項目の選定

心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

①情緒の安定
③自己の理解と行

動の調整

②感覚や認知の特

性への対応

⑤状況に応じたコ

ミュニケーション

③障害による学習

上又は生活上の困

難を改善・克服す

る意欲

実
態
把
握

発達の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などについての情報収集

健康の保持

指導目標
・ルールや場の状況、相手の気持ちを理解した言動をとることができるようにする。
・漢字は、形だけでなく、意味づけを一緒に考えながら指導する。

・漢字の分解や意味づけによる理
解と活用

具
体
的
な
指
導
内
容

・ゲームや運動課題を通した、自
己欲求のコントロールの方法や、
状況に応じた適切な言動の在り方
の指導

・場面設定による、文脈の理解の
指導や、状況に応じたコミュニ
ケーションのとり方

選
定
し
た
項
目

健康の保持

課題となっている面だけでなく、よい面や指導内
容に生かせそうな情報も把握する。

選定された項目を関連

付け、具体的な指導内容

を設定する。選定されて
いない項目の中で指導内
容に生かせる区分があれ

ば、関連させると効果的
である。

『資料編』の「自閉症のある児童生徒の自立活動の指導」（Ｐ４７～）の指導内

容例を参考に設定
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(4)  評価 

 今回の学習指導要領改訂では、個別の指導計画に基づく自立活動の指導が、適切な評価によって改善 

される必要があることから、幼児児童生徒の学習状況や結果を適切に評価し、個別の指導計画や具体的 

な指導の改善に生かすよう努めることが、新たに規定されました。 

 

＜評価のポイント＞ 

 ①幼児児童生徒の学習状況や指導の結果に基づいて、計画の修正を図る 

 個別の指導計画は当初の仮説に基づいて立てた見通しであり、幼児児童生徒にとって適切な計画であ 

るかどうかは、実際の指導を通して明らかになるものです。したがって、幼児児童生徒の学習状況や指 

導の結果に基づいて、適宜修正を図る必要があります。 

 

 ②評価を通して指導の改善を行う 

 指導と評価は一体であると言われるように、評価は幼児児童生徒の学習評価であるとともに、教師の 

指導に対する評価でもあります。教師自身が自分の指導の在り方を見つめ、幼児児童生徒に対する適切 

な指導内容・方法の改善に結び付くことが求められます。 

 

 ③学習の過程においても、適宜学習状況を評価する 

 目標を達成するための学習は、一定期間にわたって行われますが、その間においても、幼児児童生徒 

が目標に近付いているか、また、教材・教具などに興味をもって取り組んでいるかなど、幼児児童生徒 

の学習状況を評価し、指導の改善に日ごろから取り組むことが重要です。 

 こうした学習状況の評価に当たっては、教師間の協力の下で、適切な方法を活用して進めるとともに、 

多面的な判断ができるように、必要に応じて外部の専門家や保護者等と連携を図っていくことも考慮す 

る必要があります。 

 

 ④幼児児童生徒の実態に応じて、自己評価を取り入れる 

 評価は、幼児児童生徒にとっても、自らの学習状況や結果に気付き、自分を見つめ直すきっかけとな 

り、その後の学習や発達を促す意義があります。自立活動の指導においては、幼児児童生徒が、障害の 

ある自分を知り、受け止め、それによる困難を改善しようとする意欲をもつことが期待されます。 

 したがって、自立活動の時間の課題についても、学習中あるいは学習後において、幼児児童生徒の実 

態に応じて自己評価を取り入れることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成２２年３月、文部科学省） 

 ７．障害のある児童生徒に係る学習評価の在り方について 

・評価の考え方については、学習指導要領に定める目標に準拠して評価を行うことや個人内評価を

重視すること、学習指導と学習評価を一体的に進めること、指導目標や指導内容、評価規準の設

定においては一定の妥当性が求められることなど、障害のない児童生徒に対する評価の考え方と

基本的に変わりがない。したがって、障害の状態等に即した適切な指導や評価上の工夫は必要で

あるが、一方で、評価そのものへの信頼性にも引き続き十分配慮することが求められる。  
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＜評価の手順と方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜次の指導へ生かす評価のために＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の状態を的確に把握し、指導課題を明確にするための評価で、現在何ができ、どういう指

導が必要なのかを明らかにするものです。実態把握とほぼ同義と考えられます。 

【例】「ひらがなが読めるが、書くことは難しい」 

  →・鉛筆の持ち方  ・書くときの視線の向き  ・縦、横、斜めの線等での運筆の違い 

   ・「読む」力の再確認（連続性の認知等）  

 

診断的評価 

 指導の過程において、学習が形成されていく状況をその都度評価するもので、教師による働き

かけがどの程度理解されたかを明らかにするものです。直接指導している教師本人が行うため、

主観に陥らないように、指導の手順、評価の視点を細かく定める必要があります。 

【例】 ・肯定的なフィードバック  「そうそう、それでいいよ」「ＯＫ」 

    ・修正を促すフィードバック 「○○してみよう」「○○するとよくなるよ」  

 

形成的評価 

 一連の教育活動の成果として、当初の指導目標がどの程度達成できたかを評価するものです。 

教師による指導計画から記録・評価までの活動を含む、全教育活動に対する評価としての意味も

もっています。 

総括的評価 

◆できるだけ授業のねらいを細かく設定し、授業中の子どもに対する働きかけを具体化する。 

◆教師の子どもに対する働きかけと、それを受け止める子どもの反応を、分析的に読み取れるよ

うに記録の仕方を工夫する。 

＜記録の仕方の例＞ 

① ビデオや写真による記録 

② 実際に書いた文字や絵、作品等の制作物 

③ 発声、発語、会話等の録音の記録 

④ 一定期間ごとの形成的評価における指導課題の変化点の記述記録 

⑤ 一定期間ごとの形成的評価における日常生活の変化点の記述記録 

⑥ 基準や観察期間を設定しての行動記録（数値データ等） 
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＜「個別の指導計画」に基づく評価の基本的な流れ＞ 

 

 評価については、単に目標が達成できたかどうかだけではなく、常に「評価」→「分析」→「改善」

の流れを意識しておくことが大切です。 

 「評価」の段階で目標が達成できたと判断された場合は、次のステップ（目標、内容）をどこに置く

かを確認するとともに、より効果的な指導のために修正すべき点はないか、再検討します。目標が達成

できなかった場合は、原因が「実態把握」「目標設定」「支援方法」のどこにあったのかを分析し、改善

を図った上で次の実践を行います。 

目標が達成できたかどうかが明確でない場合は、指導目標・内容や評価規準が抽象的である可能性も

あります。その場合には、より具体的な表現となるよう修正します。  

 

        評価   →    分析    →    改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保護者の参画   保護者への説明と意見聴取   必要に応じて専門家の知見を活用 

 

 

 

 

 

 

 

目標の 

実現状況を 

判断 

達 成 

未達成 

不 明 

実態把握 

目標設定 

支援方法 

指

導

計

画

の

見

直

し 

次のステップの確認 

必要に応じて再検討・加除修正 

抽象的、曖昧

な指導目

標・内容 

来

学

期

・

次

年

度

の

実

践 

できた 

できなかった 

はっきりしない 
原因は何か 

原因はどこか 

評価規準、 

指導目標・内容の 

表現等を具体的に 

目標は 

達成できたか 

児童生徒の 

取組結果や 

言動についての 

具体的な姿 
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３ 指導方法の創意工夫  

(1) 個別指導とグループ指導 

 自立活動の指導は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体 

的に改善・克服しようとする取組を促す教育活動であり、個々の幼児児童生徒の障害の状態や発達の段 

階等に即して指導を行うことが基本となります。 

 個別の指導計画に基づく自立活動の指導は、個別指導の形態で行われることが多いですが、指導の目 

標を達成する上で効果的である場合は、集団を構成して指導することも考えられます。 

 しかし、自立活動の指導計画は個別に作成されることが基本であり、最初から集団で指導することを 

前提とするものではない点に十分留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  教材・教具等の活用 

 自立活動の指導に当たっては、多種多様な教材・教具や遊具、器具を指導のねらいに応じて使い分け 

ることが重要となります。教材・教具等の実際の活用における配慮事項としては、次のような内容があ 

げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次ページに、自立活動の指導での活用が考えられる教材・教具の例を掲載していますので、学習を組 

み立てる際の参考にしてください。 

 

 

個別指導 グループ指導 

・かかわり合いを通じてコミュニケーシ

ョン能力の向上を図ることができる。 

・個別指導では見えなかった課題がより

明らかになる場合がある。 

 

 

・一人ひとりの課題に応じたきめ細かな

指導が可能である。 

・刺激の調節等、最適な学習環境の設定

が容易である。 

 

 

◆ 子どもの興味・関心を大切にし、子どもが楽しんで活動したり、子どもの喜びを引き出した

りすることができる教材・教具を用意する。 

◆ 子どもの発達段階に合ったものを選ぶ。 

◆ 子どもの生活に身近なものを使用する。 

◆ 活動のバリエーションが広がるものを選ぶ。 

◆ 個別指導だけでなく、集団での指導にも活用できる教材・教具を使用する。 

 

実態に応じた組み

合わせ、バランス 

が大切 
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＜自立活動の指導での活用が考えられる教材・教具の例＞ 

 

 主として発達段階ごとに教材・教具を整理していますが、必ずしも、その段階のみでの活用を意味す 

るものではありません。対象幼児児童生徒の実態や興味・関心、指導のねらい等に応じて活用の方法を 

工夫し、学習の過程においても適宜評価、修正を行う必要があります。 

 

◆主として初期の学習への活用が考えられる教材・教具の例 

各種感覚の活用 

 

前庭感覚 

 

トランポリン、回旋ブランコ、シーツブランコ、ハンモック、 

シーソー、スクーターボード、滑り台 等 

固有感覚 各種打楽器（太鼓、シンバル、木琴 等）、大型マット、 

パンチングマシーン、はめこみ教材、粘土 等 

触覚 砂、粘土、水、絵の具（フィンガーペインティング）、布、紙、 

電動ブラシ、弦楽器、打楽器、マット、布団、毛布 等 

聴覚 太鼓、ティンパニ、コンガ、シンバル、ボンゴ、笛、ハーモニカ、 

ギター、ハープ、電子キーボード、トーンチャイム、ブザー、 

ハンドベル、オルゴール 等 

視覚 操作すると動きがみられる玩具（玉転がし、動く人形 等） 

視覚的な刺激が高くカラフルなもの（光るおもちゃ、クリスマス 

ツリー 等）  

目と手の協応、手の操作性向上 各種スイッチ（押しスイッチ、レバースイッチ、スライドスイッ

チ、フレキシブルスイッチ、ひもスイッチ 等） 

玉入れ（プットイン）、棒入れ、リング抜き、洗濯バサミ、ひも

通し、ひも結び、ボタン教材 等 

◆主として概念形成の学習への活用が考えられる教材・教具の例 

位置や形の学習 型はめ（○△□等の基本図形、基本図形の構成分解、向きを意識

した型はめ 等）、ペグさし、リベットさし、タングラム 等 

分類、比較の学習 型はめ（形の弁別、色の弁別、大小の比較）、パズル教材、 

マグネット置き、シール（見本と同じように貼る）、ジオボード、 

絵カード、写真カード 等 

◆主としてことばや数の基礎学習への活用が考えられる教材・教具の例 

ことばの基礎学習 絵本、絵カード、文字カード、文字型の見本合わせ、単語の構成

（文字積み木型、カード型）、５０音の構成（マグネット型）、 

絵と文字の見本合わせ、点字の見本合わせ、ＶＯＣＡ（音声出力

コミュニケーション機器）、パソコン教材、各種プリント教材 等 

数の基礎学習 ままごと遊び（１対１対応）、絵本、数字カード、数の見本合わ

せ（タイル、積み木等を用いた数字と数量の一致）、玉さし、時

計の模型、お金（硬貨、紙幣）、各種ゲーム（ボウリング、スト

ラックアウト 等）、パソコン教材 等 
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「障害種別の自立活動内容表」     ページ 

  Ⅰ 視覚障害             １ 

  Ⅱ 聴覚障害             ５ 

  Ⅲ 肢体不自由            ９ 

  Ⅳ 病弱・身体虚弱          14 

  Ⅴ 知的障害             18 

「自立活動の区分・項目別指導内容例」 
                  ページ 

  Ⅰ 健康の保持            28 

  Ⅱ 心理的な安定           30 

  Ⅲ 人間関係の形成          33 

  Ⅳ 環境の把握            35 

  Ⅴ 身体の動き            37 

  Ⅵ コミュニケーション        40 

    

 

＜参考＞ 

 ◇言語障害指導内容（例）                 43 

 

◇自閉症のある児童生徒の 

自立活動の指導（例）     47  

 

 ◇通級による指導の指導内容（例）         50 

 

 ◇「学習レディネス」について             52 



 

 

 

●特別支援学校においては、「学習上又は生活上の困難の改善を図る」自立活動の指

導が重要であり、指導の一層の充実が求められています。  

 

●自立活動の指導に当たっては、一人ひとり障害の状態や発達の状況等の的確な実態

把握を踏まえ、特別支援学校学習指導要領に示されている６区分２６項目の「内容」

を参考として、系統的、発展的で具体的な「指導内容」設定する必要があります。

この、自立活動の指導内容を適切に設定できることが、特別支援教育を直接担当す

る教員の専門性であるといえます。  

 

●特別支援学校学習指導要領の改訂では、自立活動の内容として、新たに「人間関係

の形成」が設けられており、通常の学級に在籍している自閉症や発達障害等のある

幼児児童生徒についても、自立活動の内容を参考にして適切な指導や必要な支援を

行うことが望まれます。 

 

●通級指導教室においては、自立活動の内容を中心とした指導を行いますが、対象の

児童生徒が在籍する学級においても、通級指導教室での指導内容を踏まえた指導や

支援を行うことが重要であり、通級指導教室担当者のみならず、在籍する学級担任

にも自立活動の内容についての理解が求められます。  

 

●本資料は、５障害についての自立活動の内容・方法等に併せて、自閉症・情緒障害

特別支援学級における指導内容例や通級による指導内容例も示しています。  

 

●本資料では、自立活動の指導内容をより具体的・網羅的に取り上げるようにしてい

ます。活用に当たっては、本資料を参考に、具体的にどのような指導を行うのかイ

メージしながら、資料中の指導内容を適切に選択したり、再構成したりするなどし

て、一人ひとりの幼児児童生徒の実態に即した自立活動の指導内容の設定など、個

別の指導計画の作成・充実に役立ててください。  
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＜障害種別の自立活動内容表＞ 

 Ⅰ  視覚障害  
 

１ 障害の定義や状態について  

 視覚障害とは、視機能（視力、視野、色覚、光覚等）の永続的低下の総称である。 

 そのため、視覚障害に伴う学習や生活上の困難や不便な点を改善・克服するための

特別な指導や教育上の配慮が必要なものである。（※光覚・・・光の明暗の感覚）  

 

２ 障害の主な原因  

  視野狭窄等から失明へ進行する網膜色素変性症や、早産や低出生体重に伴う網膜血管  

発育の未熟性等による未熟児網膜症、外傷や髄膜炎等が原因で引き起こされる視神経萎

縮等によるものが多い。  

 

＜特別支援学校の対象となる障害の程度（学校教育法施行令第 22条の３による）＞  

 両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものの

うち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は

著しく困難な程度のもの 

 

３  障害に基づいた困難さ  

○ 移動や食事、衣服の着脱等の日常生活の行動が制限され、経験が乏しくなる。 

○ 文字や図形の読み書き等が困難なため、視覚情報が不足し、概念の形成や知識の習得に制約を

受けることが多くなる。 

○ 空間関係の理解や動作の模倣などといった視覚情報を活用することができないため、運動・動

作や作業的な技術の習得に難しさが生じる。 

○ 大きい物の全体像を把握したり、全体と部分との関係をとらえたり、立体感・遠近感をつかん

だりすることが苦手である。 

  なお、「情緒不安に陥りやすい」「対人認知が難しく、社会性の発達が遅れる」等の

二次的な問題も生じることがある。  

 

４ 実態把握（診断的評価）の視点  

(１)視覚の活用状況の把握  

 光覚に障害がないかの確認が必要であり、光覚があれば色覚がある可能性もあるの

で、色覚の状態についても把握することが必要となる。光覚と色覚があれば、形がど

の程度分かるか(形態覚の程度)を把握する。 

 対人認知に関しては、相手の顔をどの程度見分けることができるのか、あるいは動

作や表情をどの程度見分けられるかを把握する。  

 絵や図、ひらがなや漢字等を、視覚的にどの程度までとらえているのか、教科書や

黒板の文字は、どの程度近づくと分かるのか、あるいは、段差の認識等といった遠近

感、奥行感、さらに、どの程度視野があるのか等についても把握する必要がある。  
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(２)触覚の活用状況の把握  

 物に手が当たればそれを触れるか、手を伸ばして物に触れるか、手を動かして物を

探すか、物の各部を触って調べるか等、手による触覚情報の収集の状況を把握する。 

 また、手からの情報収集のみでなく、足裏からの床面の情報収集の様子も把握する。 

 食事等の日常生活上の手指による物の操作では、つまむ、探すといった手の運動機

能の把握とともに、物の位置、向き、傾き、長さ、運動方向等を触れながら捉えると

いった空間的な調整力の把握も必要である。  

 また、触図や点字の学習では、手指の動かし方や指の点字への触圧状態、指先での

点字の弁別状況を把握する必要がある。  

(３)聴覚の活用状況の把握  

 室内の音や人の声、街路での車や自動販売機の音等、様々な音源を定位したり、適

切に利用したりできるかどうかを把握する必要がある。  

 また、音の反射や反響の状況で大きな障害物を知覚したり、体育館等の空間の大き

さや形状を捉えたりする反響知覚の程度も把握する。  

 他者からの音声言語 (話し言葉)による情報から、その人の名前や性別、年齢、気分

等をどこまで判断できるか、把握することも大切である。  

(４)言語や空間の概念形成の状況の把握  

 言語による概念形成については、すでに獲得している言葉が、どの程度、実際の事

物・事象と合致しているかを、その言葉について説明させたり、対応する事物につい

て提示や動作をさせたりしながら把握する。  

 空間概念では、単に前後や左右の方向へ向いたり、指さしたりするだけでなく、身

体の９０度回転で｢前後左右｣の方向が変わることを理解できているかの把握が必要

である。あわせて、身体の向きが変わっても、方向が変わらない｢東西南北｣の概念の

形成の状況も把握する。 

(５)心理検査の活用  

 視覚障害の児童生徒用の発達検査として、広Ｄ－Ｋ式視覚障害児用発達診断検査が

ある。 

 また、弱視の場合、視知覚の状況や視覚的に運動をコントロールする能力の状況等

を見るために、フロスティッグ視知覚発達検査を用いることができる。  

 一般の知能検査も、問題の出し方や提示される図版に工夫をすれば実施できるが、

どのように視覚に依存しているかを考えて、検査結果を分析する必要がある。  

 

 日常の行動観察から把握する方法として、「見え方のチェック観点」を紹介する。  

      『初めて特別支援教育に携わる先生のための手引』福岡県教育センター研究紀要№150（平成 16年 3月）から 

 

○ 教科書やプリントを見るとき、顔を極端に近づける。 

○ 教科書やプリントを見るとき、顔を傾けている。 

○ 物を見るとき、小刻みに頭を動かすことがある。 

○ 物を見るとき、よその方を向いていることがある。 

○ 目を細めて物を見ようとする。 

○ テレビや掲示物等に近づいて見たがる。遠くから見せると集中できない。 

○ 遠くの物や小さな物にはあまり興味を示さない。 

○ 歩いていて人や物にぶつかったり、つまずいたりしやすい。 

○ 階段や段差などで動きが慎重になる。 

○ 外に出るとまぶしがる。外での活動が苦手である。 

○ 薄暗い場所では、動きが慎重になる。夜道等をこわがる。 

○ 物を探すのに時間がかかったり、見失ったりする。 

○ ボールを追いかけたりパスを受け取ったりすることが苦手である。 

○ 文字の読み書きが不正確になりやすい。 
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５  自立活動における主な指導内容  

区分・項目  主  な  指  導  内  容  

健
康
の
保
持 

①生活のリズムや生活習慣の形成 

②病気の状態の理解と生活管理 

③身体各部の状態の理解と養護 

④健康状態の維持・改善 

 

○生活リズムの安定と健康な生活環境の形成 

○保有する視覚機能の維持と視覚管理 

○眼疾患に関わる病気の理解と生活の自己管理 

○健康の自己管理 

心
理
的
な
安
定 

①情緒の安定 

②状況の理解と変化への対応 

③障害による学習上又は生活上の困難を

改善・克服する意欲 

 

○視覚障害に起因する心理的な不適応への対応 

○視覚障害に基づく種々の困難を改善・克服しよ

うとする意欲 

人
間
関
係
の
形
成 

①他者とのかかわりの基礎 

②他者の意図や感情の理解 

③自己の理解と行動の調整 

④集団への参加の基礎 

○相手を意識した姿勢の調整や声の大きさの調節 

○積極的に他者にかかわろうとする態度の形成 

○聴覚的な手掛かりによる他者の意図や感情の把

握と場に応じた行動の形成 

○自己肯定感の形成 

○集団に参加するための手順や決まりの理解 

環
境
の
把
握 

①保有する感覚の活用 

②感覚や認知の特性への対応 

③感覚の補助及び代行手段の活用 

④感覚を総合的に活用した周囲の状況の

把握 

⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形

成 

○触覚や聴覚(反響音等)の活用 

○視覚補助具の活用 

 ・弱視レンズの活用 

   単眼鏡等の遠用弱視レンズ 

   ルーペ等の近用弱視レンズ 

 ・拡大読書器や拡大教材の活用 

○触覚による観察の仕方 

○ボディ・イメージや空間概念の形成 

○地理的な概念の形成 

○情報の予測 

○視覚的な認知能力の向上 

身
体
の
動
き 

①姿勢と運動・動作の基本的技能 

②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の

活用 

③日常生活に必要な基本動作 

④身体の移動能力 

⑤作業に必要な動作と円滑な遂行 

○正しい姿勢の保持や運動・動作の習得 

○運動時における動作とバランスの調整 

○食事や排泄､衣服の着脱､洗濯､掃除等､日常生活

に必要な技術の習得 

○歩行軌跡の表現と歩行地図の活用 

○歩行の基本的技術 

○白杖の活用 

○手指の巧緻性や身体の敏捷性 

○各種道具の使い方 

○平面や立体の構成と作図 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

①コミュニケーションの基礎的能力 

②言語の受容と表出 

③言語の形成と活用 

④コミュニケーション手段の選択と活用 

⑤状況に応じたコミュニケーション 

○点字の読み書きや表記の仕方、中途視覚障害者

に対する点字指導 

○保有する感覚の活用による言語の正しい理解 

○コンピュータや情報通信ネットワーク等の情報

手段の活用 

○点字使用者に対する普通文字の指導 

○場の雰囲気等を読み取り、その場に応じた意思

の伝え方 
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６  段階別にみた指導上の配慮点  

段  階  指導上の留意点  

幼稚部  

＜生活環境づくりと概念の育成＞ 

○ 安全で、しかも具体的なねらいが達成できるよう生活環境を構成し、幼児自らその環

境に関わりながら必要な体験を積み重ねたり、身の回りの具体物や動作と言葉とを結び

つけたりして概念形成の基礎を培うこと。 

＜遊びの中に視覚以外の活用＞ 

○ 遊びやゲーム的要素等を取り入れながら、視覚の代替手段とする触覚や手を使った活

動に自発的、能動的に取り組めるようにすること。 

小学部  

中学部  

＜的確な概念の育成＞ 

○ 視覚障害によって限られた情報や経験の範囲内で概念形成を行ったり、誤ってイメー

ジしたりするため、事物・事象や動作と言葉とを対応させたり、見学や実験、観察等の

実際的で直接的な体験をさせたりして、経験の拡充や具体的なイメージづくりができる

ようにすること。 

○ 視覚障害の状態に応じて、点字のみならず、凸教材や模型等の触覚教材を活用するこ

と。そのためには、初期の段階において、触って心地よい経験を積み重ねながら、形や

硬さ等の属性に応じた手指の使い方、触り方を身に付けさせること。 

○ 視覚的な動作模倣が難しく、走る、投げる等、基本的な運動を全力で行う機会に恵ま

れていないため、丁寧な言葉での説明とともに体の動きを触覚的にとらえさせながら運

動・動作の理解を深めていくこと。 

○ 触覚や聴覚を効果的に活用する場合、視覚に比べて詳しい情報を得ることが難しいた

め、情報収集のポイントを明確にした上で、まず全体像を大まかに把握し、続いて全体

像との関連のもとに内容を詳しく調べ理解する方法を身に付けさせること。 

＜視覚障害の状態に応じた読み書きの指導＞ 

○ 読み書きの手段については、視力や視野の程度、眼疾患の進行状態、学習の効率性、

本人の希望や意欲等を判断基準として、点字もしくは普通の文字のどちらを常用するか

決めること。 

○ 点字指導の場合、触覚の能動的な活用を大切にし、触圧、触運動、読書スピード、両

手操作の効率性に留意しながら指導していくこと。 

○  普通文字を指導する場合、児童生徒が視覚を活用する上で負担を感じさせない環境づ

くりに配慮すること。そのためには、拡大教材や拡大読書器等の活用や、一般向けの教

材を使う場合、弱視レンズ等を活用するなど、負担の軽減を図ること。 

＜学習上困難を伴う内容への配慮＞ 

○ 視覚障害の児童は、初めての内容を理解することに時間がかかるため、基礎的、基本

的な事項について十分に時間をかけ、概念やイメージの枠組みの確立を促していくこと。 

＜コンピュータ等の情報機器の活用＞ 

○ 問題解決的な学習等に主体的に取り組めるように、点字と普通文字との相互変換やデ

ィスプレイ画面上の文字の拡大、テキスト情報の音声化等が可能な情報機器を活用して

いくこと。 

＜空間・時間の概念を活用した学習環境の状況把握＞ 

○ 学習環境を整える場合、学習に使用する道具や材料が置かれた場所や使用の順序等を

十分に理解させ、見通しをもって安心して学習を進めることができるようにすること。 

＜弱視の児童生徒への視覚の活用と配慮＞ 

○ 弱視の状態や視覚認知能力に応じた内容を設定するとともに、視覚補助具を活用した

り、不必要な情報が除去された教材を準備したり、照明器具等を工夫したりして、見や

すい環境を整えること。 

高等部  

＜小・中学部での学習を踏まえて＞ 

○ 日本語を的確に理解し表現するように指導すること。 

○ 日常会話や文学作品等を通して、視覚以外ではイメージをつかむことが難しい表現や

用語を理解できるようにすること。 

○ 実験的な活動や視覚補助具を活用した活動を通して、基本的な内容や法則性を理解し

たり、演繹的に推測したりする学習を進めること。 

○ 主体的に学習ができるように、空間的な位置関係や役割分担、学習展開の見通しや時

間的な経過等が明確に理解できるようにすること。 
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Ⅱ  聴覚障害  
 

１ 障害の定義や状態について 

 

 聴覚障害とは、聴覚機能の永続的低下の総称である。障害の部位により３つに分けられる。 

 ①伝音性難聴：外からの音の振動が外耳、中耳を経て内耳の感覚細胞を刺激するまでの経

路の障害による難聴 

 ②感音性難聴：内耳の感覚細胞から大脳の第一次聴覚野に至る神経系の障害による難聴 

 ③混合性難聴：伝音性難聴と感音性難聴の両者にわたった難聴 

 また、聴力損失のレベルは同程度であっても、障害

の部位によって聞こえ方が異なり、補聴器を装用して

いる場合、児童生徒によって補聴器の調整が異なる。 

 聴覚障害には、離れた人の言葉を聞き取ることは難

しいが、日常生活の大きな音なら聞き取れる程度か

ら、身近にあるいろいろな音がほとんど聞こえない程

度まである。 

      ＜図＞聴覚器官「文部科学省『就学指導資料』」 

 

 

２ 障害の主な原因 

  主として麻疹・流行性耳下腺炎・髄膜炎等の感染症による後遺症や脳梗塞等の脳の腫瘍性疾患

によって第一次聴覚野の機能障害を起こす場合の他、薬物性や遺伝性もある。 

 

＜特別支援学校の対象となる障害の程度（学校教育法施行令第 22 条の３による）＞  

 両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によ

っても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの  

 

 

３ 障害に基づいた困難さ 

○ 音や音声情報を受け取りにくいことによって音声言語の受容・表出が難しくな

り、音声によるコミュニケーションが困難になる。  

○ 聴覚を通して得る情報が非常に不足するので、言語概念の形成に時間がかかる。  

○ 自分の音声を自分の耳で聞くことが難しいことから発音が不明瞭になりやすい。  

  なお、次のような二次的な問題が生じる場合もある。 

   ・音や音声でのコミュニケーションを用いることへの意欲が低下する。 

   ・学力が身につかず、学習意欲が低下する。 

   ・日常生活や社会生活において不便さや孤独感を感じる。等 
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４ 実態把握（診断的評価）の視点 

  聴力検査は、病院で実施する場合と目的が異なり、次のような教育観点で実施される。 

①聞こえの実態を正しく把握し、適切な教育的対応を行うことができるようにする。 

②聴覚活用を促すために不可欠な、補聴器を調整するためのデータを得る。 

③聴力変動を監視し、聴力低下を未然に防ぎ、聴力低下を来した場合のスムーズな対応を図る。 

 

 【聴覚能力や言語能力に関する検査・テスト】  

聴覚活用に関するもの ＪＡＮＴ（数唱聴取検査）、語音パターン知覚検査、単語了解度検査 等 

言語に関するもの 幼児・児童読書力テスト、絵画語い発達検査、読書力診断検査 等 

構音(発音)に関するもの
 構音状態を把握する検査（単音節・単語・文章）、発音明瞭度検査、 

構音器官の形態や機能を把握する検査 等 

 

 

５ 聴覚障害の実態把握の視点  

 

 (１)聞こえの発達状況 

 聴覚障害の原因や障害の部位、聴力の程度等の把握が必要である。また、その幼児

児童生徒がどのような言語環境で養育されてきたかを把握することも大切である。  

 補聴器等に関する知識や操作技能は、聞こえの発達を支える上で重要であり、近年

増えている人工内耳の手術や機器の基本的知識とあわせ、どの程度理解しているかを

把握する必要がある。  

 

(２)コミュニケーションと社会性の発達状況  

 音声言語を介した一般的なコミュニケーション発達について把握する。また、聴覚

障害の幼児児童生徒は、音刺激のある環境の中で、受け身的な存在になりやすく、音

や音声をコミュニケーション手段として用いることに消極的になりやすい。そのた

め、情緒面や社会面での実態を把握する必要がある。  

 

(３)様々な感覚の活用状況  

 多くの集団や社会では、コミュニケーション手段として、聴覚以外にも視覚や触覚

等が利用されている。そのため、視覚や触覚等の実態についても把握する必要がある。

手話や指文字、身振りをコミュニケーション手段とする場合は、粗大運動や手指の微

細運動の発達状況の把握も重要である。  

 

(４)障害についての理解の程度  

 自分の障害に対する認識や受容の程度について把握するため、聴覚活用・コミュニ

ケーション・手話・発音等に関する意識調査を実施することも必要である。  

 保護者の障害に対する意識は、幼児児童生徒に大きく影響するため、保護者の考え

を知っておく必要もある。  
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６  自立活動における主な指導内容  

区分・項目  主  な  指  導  内  容  

健
康
の
保
持 

①生活のリズムや生活習慣の形成 

②病気の状態の理解と生活管理 

③身体各部の状態の理解と養護 

④健康状態の維持・改善 

 

○聴覚疾患についての理解と自己管理 

心
理
的
な
安
定 

①情緒の安定 

②状況の理解と変化への対応 

③障害による学習上又は生活上の困難を

改善・克服する意欲 

 

○聴覚活用への関心・意欲の向上 

○手話活用への関心・意欲の向上 

○社会自立に向けての自己理解（障害受容）、情

報収集、進路選択 

○手帳申請等の福祉制度の理解 

 

人
間
関
係
の
形
成 

①他者とのかかわりの基礎 

②他者の意図や感情の理解 

③自己の理解と行動の調整 

④集団への参加の基礎 

 

 

 

 

 

 

 

○健聴者のコミュニケーションの特徴の理解 

○聴覚障害者のコミュニケーションの特徴の把握 

○相手に応じたコミュニケーション手段の選択と

的確な会話の内容の把握 

○積極的にかかわろうとする姿勢と相手の話を最

後まできちんと聞こうとする態度の育成 

○話の内容が分かりにくい場合に質問する習慣の

習得 

○相手の快・不快の表情、言葉、口調等への注意 

○自分の聴力や発音の明瞭度の理解に立った相手

の反応から伝わっているかの考察 

○集団活動の目的や内容の把握と自己の役割の考

察 

○集団活動への参加の仕方とルールの理解 

○人を仲立ちとした集団への参加意識の喚起 

○集団の中で自分から話す経験の増大 

環
境
の
把
握 

①保有する感覚の活用 

②感覚や認知の特性への対応 

③感覚の補助及び代行手段の活用 

④感覚を総合的に活用した周囲の状況の

把握 

⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形

成 

○補聴器・人工内耳の操作と管理 

○補聴器・人工内耳の装用習慣の定着 

○音・音楽の聞き取り 

○言葉の聞き取り 

○聴力・補聴器等についての知識の習得 

○言語概念の形成 

身
体
の
動
き 

①姿勢と運動・動作の基本的技能 

②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の

活用 

③日常生活に必要な基本動作 

④身体の移動能力 

⑤作業に必要な動作と円滑な遂行 

○構音器官(舌･あご･唇等)の機能の向上、息や声

の出し方の調整 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

①コミュニケーションの基礎的能力 

②言語の受容と表出 

③言語の形成と活用 

④コミュニケーション手段の選択と活用 

⑤状況に応じたコミュニケーション 

○日本語文法の理解と活用 

○読話､発音･発語､キュード・スピーチ、文字､指

文字､手話等の選択や活用 

○ＩＣＴ機器等の活用 

○発音明瞭度の向上 

○手話通訳・要約筆記の活用 
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７  段階別にみた指導上の配慮点  

段  階  指導上の留意点  

幼稚部  

＜早い時期からの聴覚活用と言語概念の基礎づくり＞  

○ 遊びや日常生活の中で幼児が保有する聴覚能力を活発に生かせる場をつくり、視覚や

触覚等の感覚も活用して、物の属性を認知したり、事物と言葉とを結びつけたりしながら

言語概念の基礎をつくっていくこと。 

＜保護者との連絡＞ 

○  早い段階から保護者との連絡を密にしながら、家庭での聴覚環境の状態や発達状況に

応じた指導ができるようにすること。 

小学部  

中学部  

＜体験的な活動を通した言語概念の形成＞ 

○ 各教科等の指導に当たっては、基本的な言語指導に重点を置き、具体的な経験を積み

重ねながら言語概念の形成を図っていくこと。 

＜言語発達の程度に応じた主体的な読書＞ 

○ 聴覚障害の児童生徒は、聴覚による情報獲得が難しいため、それを補償するための読

書活動を積極的に促していくこと。 

＜指導内容の精選＞ 

○ 聴覚障害の状態に応じて、基礎的・基本的な事項に重点を置いた指導内容を組んでい

くこと。 

＜児童生徒が保有する聴覚能力の活用＞ 

○ 児童生徒の保有する聴覚能力を最大限に活用にするには、聴力測定の定期的な実施や

補聴器等の適切なフィッティング等に留意するとともに、授業開始時の補聴器等の点検を

欠かさないこと。 

＜視覚的な機器の活用＞ 

○ ＶＴＲやＯＨＰ等の教育機器やコンピュータ等の情報機器、周辺機器を活用して獲得

した情報に基づいて理解したり表現したりする活動を積み重ねること。 

＜言葉による意思の伝達＞ 

○ 発音･発語や読話､指文字､手話等、多様なコミュニケーション手段を活用しながら、授

業等の話し合い活動を通して、意思の相互伝達が円滑に行われるようにすること。 

高等部  

＜抽象的・論理的な思考力の伸長＞ 

○ 日本語による言語活動を促進させ、身近な話題や経験等を通じて抽象的な言語表現の

理解を図ったり順序立てて考えたりする力を伸ばすようにすること。 

＜読書習慣の形成＞ 

○ 生徒のニーズに合わせて読書指導の計画を立て、日常から読書に興味関心をもって取

り組めるようにすること。 

○ 新聞や雑誌等、多様な情報源の中から、自分にとって必要なものは何かを見極めたり、

事実かどうかを確かめたりする態度を育てること。 

＜生徒の保有する聴覚の最大限の活用＞ 

○ 生徒自らが障害の状態を理解し、聴覚活用の効果を自覚するとともに、これを生活や

学習に生かすための工夫、補聴器や人工内耳の管理の仕方について理解し実行できるよう

にすること。 

＜視覚的な教材・機器の有効活用＞ 

○ 中学部段階と比べて、指導内容の範囲や量、困難度が増大するため、視覚情報を得ら

れやすい教材・教具やコンピュータ等の情報機器を有効に活用し、学習を効率よく進めら

れるようにすること。 
  

＜実際の授業場面での留意点＞ 

○ 板書や掲示物等の視覚的な手がかりを活用して、学習の目標や授業の展開などを明確に示す。 

○ 板書した後に、顔や口元を児童生徒に見せ、的確な音声や手話等で説明する。 

○ 机間指導の際には、児童生徒の前に立って話しかけること。その時に、逆光にならないように気

をつける。 

○ 発言する児童生徒は、周りの児童生徒に分かるようにきちんと挙手をさせ、発言者の位置を明確

にさせる。また、発言内容は板書して確認するようにする。 

○  確実に指導者や発言者の声が届くように、椅子に硬式テニスのボールをはめて雑音を減らすなど

の工夫をする。 
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Ⅲ  肢体不自由  
 

１ 障害の定義や状態について 

 医学的には、発生原因や先天性・後天性を問わず、体幹や手足の運動機能等に永続

的な障害があるものをいう。形態的側面としては、先天性のものと、生後、事故等に

よって四肢等が切断され障害を引き起こされたものとがある。また、関節や脊柱が硬

くなって拘縮や変形を生じていくものがある。  

 教育的側面からみた肢体不自由は、起立や歩行、階段昇降、机上の物の取扱い、書

字、食事、衣服の着脱等、日常生活や学習上の運動・動作の全部又は一部に困難があ

るものととらえている。 

 これらの運動・動作は、大きく３つに分けられる。  

 ①起立や歩行のように、主に下肢や平衡反応に関わるもの  

 ②書字や食事のように、主に上肢や目と手の協応動作に関わるもの  

 ③物の持ち運びや衣服の着脱のように、四肢体幹の全体に関わるもの  

 

２ 障害の主な原因 

    発症原因別にみると、中枢神経の損傷による脳性まひを中心とした脳原性疾患が多く、

損傷の部位の違いによって、緊張性の強い痙直性まひやアテトーゼといわれる不随運動

等が見られる。この脳原性疾患のほか、下肢のまひ・膀胱直腸障害を引き起こす二分脊

椎を代表とする脊椎脊髄疾患や、徐々に筋力が低下していく進行性筋ジストロフィーの

ような末梢神経疾患の場合もある。  

  また、骨形成不全症等の骨・関節疾患もあるが頻度は比較的高くない。  

＜特別支援学校の対象となる障害の程度（学校教育法施行令第 22 条の３による）＞  

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本

的な動作が不可能又は困難な程度のもの  

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察

指導を必要とする程度のもの  

 

３ 障害に基づいた困難さ 

○ 移動や椅子への腰掛け、食事、衣服の着脱等、日常生活に関わる姿勢の変換や動

作がうまくできない。  

○ 机上の物の取扱いや書字、ハサミ等の道具の使用等、学習や作業に関わる手指の

操作に困難さが見られる。  

○ 脳性まひのうち、頸部やあご、口唇等に筋緊張がある場合、発音の調整が難しく、

言葉でのコミュニケーションがとりにくい。また、食事面でも、嚥下や咀嚼がうま

くいかないため、飲食物の摂取に時間がかかりやすい。  

  なお、次のような二次的な問題が派生する場合も考えられる。 

   ・障害の状態によっては、加齢により関節や脊柱が硬くなり四肢体幹の拘縮や変形が生じや

すい。 

   ・障害の状態によっては、目と手の協応や空間認知等の視知覚につまずきがみられる。 

   ・社会的な行動範囲や経験活動が制約されやすい。 
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４ 実態把握（診断的評価）の視点 

(１)医学的側面からの把握  

○既往・生育歴に関して 

 現在の障害の状態を把握するには、保護者との面談等を通して、出生時の状態や生

後のけいれん発作・高熱の発生状況等を必要な範囲で把握したり、首座りや座位保持、

一人歩き等の乳幼児期の運動・動作面での発達状況を把握したりする必要がある。  

 

○就学後の障害の状態に関して  

 行動観察や保護者等からの聴取等により、姿勢保持や粗大、微細の運動・動作の発

達状況、四肢体幹の筋緊張の程度や不随意運動の有無等もあわせて把握する必要があ

る。また、日常使用している日用品や補装具 (車いすや杖等)についても確認する必要

がある。さらに、言葉の理解や意思の伝達能力、対人関係等の心理的・社会的な発達

状況も把握する必要がある。  

 

○主治医等からの情報に関して  

 主治医等から、診断や薬物等による治療方法等についての医学的所見を把握する必

要がある。  

 

 参考   ボディ・ダイナミックス  

    肢体不自由の児童生徒に対して、身体の動きに関する指導を行う場合、実態把握

の際に、「ボディ・ダイナミックス」を利用することがある。からだの動きの難し

さ・からだの偏り・姿勢の歪みなどを図解的に示すものであり、指導後の評価にも

活用される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボディ・ダイナミックス図  
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(２)教育学的側面からの把握  

○基本的生活習慣に関して  

 睡眠や覚醒、食事、排泄等の生活リズムや健康状態、自立の程度について把握する。

また、遊びや食事等、無理なく活動できる姿勢や身体の状態が安定するための姿勢の

とり方を把握することも大切である。  

 

○手の運動能力に関して 

 筆記用具や作業用具等、学習や作業等で使用する道具の使用に関する手の操作性や

巧緻性について把握すると同時に、文字の大きさ、書写の速さ、自助具や補助用具あ

るいはコンピュータ等の代替用具の必要性について把握する。  

 

○視知覚機能に関して  

 脳性まひ等の障害の原因や状態によっては、目と手の協応動作、図と地の知覚、空

間の認知等の状況を把握する必要がある。必要に応じて、フロスティッグ視知覚発達

検査等の標準化された検査を実施することもよい。  

 

○知能やコミュニケーションの発達に関して  

 幼少時期から行動範囲や経験活動が制約されやすいため、言葉や数量の概念等、知

的発達の状況を把握する必要があり、標準化された個別式の知能検査を実施する場

合、検査結果の解釈に当たっては、理解していても上肢の障害や言語表出の難しさに

よって十分に回答ができない場合がある等についても考慮する必要がある。  

 

○自己認識に関して  

 将来への進路に向けて、肢体不自由という障害について自分自身がどの程度、理

解・受容し、困難に立ち向かおうとしているか等を把握することが大切である。  

 例えば、次のような観点でとらえていくことができる。  

 ・自分の障害に気づき、障害を受容しているか。  

 ・障害を正しく認識し、克服しようとする意欲をもっているか。  

 ・自分のできること・できないことについて認識しているか。  

 ・できることは、自分でやろうとする意欲があるか。  

 ・自分のできないことに関して、悩みをもっていないか。  

 ・自分のできないことに関して、先生や友達の援助を適切に求められるか。  

 ・自分の行動について、自分なりの自己評価ができるか。  

 ・家族が、子どもに対して障害について教えているか。  

 ・障害の状態の改善のために、自分から工夫する姿勢が身に付いているか。  

 ・補助的手段を使いこなすことができるか。  

 ・周囲の状況を判断して、自分自身で安全管理ができるか。  

 

（３）障害の程度が重い肢体不自由児に対して  

   障害の程度が重い肢体不自由児の場合は、特に以下のような視点で、医療機関と連

携しながら実態把握を行う必要がある。  

 
 ・健康状態が安定しているか。  
 ・順調な体重の増加がみられるか。  
 ・感染症への配慮が必要であるか。  
 ・てんかん発作が頻繁にあるか。  
 ・経管栄養摂取、痰の吸引等が必要か。  
・骨折、あるいは脱臼しやすくないか。  
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５  自立活動における主な指導内容  

区分・項目  主  な  指  導  内  容  

健
康
の
保
持 

①生活のリズムや生活習慣の形成 
②病気の状態の理解と生活管理 
③身体各部の状態の理解と養護 
④健康状態の維持・改善 
 

○四肢体幹の筋緊張や拘縮、変形の状態の理解 
○拘縮や変形予防のポジショニングや筋弛緩の技

術の習得 
○二分脊椎に伴う尿路感染の知識と自己導尿の仕

方の習得 
○温水プールによる呼吸循環機能の改善、向上 

心
理
的
な
安
定 

①情緒の安定 
②状況の理解と変化への対応 
③障害による学習上又は生活上の困難を
改善・克服する意欲 

 

○過去の失敗経験等による自信の欠如や情緒不安
への対応 

○より豊かな対人関係の形成 
○四肢体幹の障害の受容と困難を改善・克服する

意欲の向上 
 

人
間
関
係
の
形
成 

①他者とのかかわりの基礎 
②他者の意図や感情の理解 
③自己の理解と行動の調整 
④集団への参加の基礎 

 

 

○周囲の人の認識、受け入れ 
・大人とのかかわりへの慣れ 
・友達同士でかかわる機会の増大 
・人とのかかわりの心地よさの体験 
○さまざまな人と関わる経験の蓄積 
・相手と視線を合わせてかかわる姿勢 
・相手の快・不快の表情、言葉、口調等への注意 
○自分の障害の状態についての理解、受容 
○集団への適応及び集団の一員としての活動 
・状況の変化（賑やかな雰囲気等）への慣れ 
・集団活動を通した満足感や自信 
・他学部や他校との交流及び共同学習の経験 

環
境
の
把
握 

①保有する感覚の活用 
②感覚や認知の特性への対応 
③感覚の補助及び代行手段の活用 
④感覚を総合的に活用した周囲の状況の
把握 

⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形
成 

○視覚や聴覚、触覚等の諸感覚の有効活用 
○身体感覚を使ったボディ･イメージ、左右概念の

形成 

身
体
の
動
き 

①姿勢と運動・動作の基本的技能 
②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の
活用 

③日常生活に必要な基本動作 
④身体の移動能力 
⑤作業に必要な動作と円滑な遂行 

○日常生活動作の基本となる姿勢の保持や変換の
ための上下肢の運動・動作の改善と習得 

○筋肉・関節の拘縮・変形の予防や動作の習得の
ための筋緊張への弛緩 

○筋力の強化・維持（過度に弱すぎる場合） 
○補装具や車いす等の補助的代行手段の活用や移

動技能の習得 
○食事や書字等の日常生活動作とそれに応じた適

正なポジショニングの方法の習得 
○作業における目と手の協応等の基本動作やポジ

ショニングの方法の習得 
○温水プールでの浮力、動水圧による筋緊張の緩

和、バランス感覚の向上 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

①コミュニケーションの基礎的能力 
②言語の受容と表出 
③言語の形成と活用 
④コミュニケーション手段の選択と活用 
⑤状況に応じたコミュニケーション 

○発声機能を高める呼気の調整や筋緊張の弛緩 
○構音の学習 
○言語に代わる絵やサイン等のコミュニケーショ

ン手段の活用 
○パソコンや様々なスイッチ器具を活用したコミ

ュニケーション方法の習得 
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６  段階別にみた指導上の配慮点  

段  階  指導上の留意点  

幼児期  

＜主体的活動の促進＞ 

○  障害や健康の状態に応じて、進んで身体を動かそうとする活動の場や環境を作ってい

くこと。 

＜遊具・用具の工夫、活用＞ 

○  上肢や下肢等の障害に応じて、遊具や用具を創意工夫し、必要があれば補助用具を活

用していくこと。 

＜医療機関や家庭との連携＞ 

○  健康を損ないやすい幼児については、医療機関との連携を図りながら健康の維持や改

善に必要な活動を進めていくこと。 

○  生活リズムが乱れやすい幼児については、家庭との連携を図りながら規則正しい日課

の編成とその励行に努めること。 

小学部  

中学部  

＜児童生徒の実態に応じた指導内容の設定＞ 

○  児童生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等の実態を的確に把握し、それぞれの

児童生徒にとっての基礎的・基本的な指導内容を十分に見極めながら設定すること。 

○  各教科の目標や指導内容との関連を十分に研究し、その重点の置き方や指導の順序を

工夫しながら指導の効果を高めるようにすること。 

＜実技的な教科指導への配慮＞ 

○  音楽や図画工作、家庭、体育等の実技教科において、実践的で体験的な活動を展開す

る際には、自立活動の時間における指導との密接な関連を図りながら学習効果を高めるよ

うにすること。 

＜補助用具や補助的手段の選択＞ 

○  活用の是非について、児童生徒の身体の動きや意思表出等の状態やその改善の見通し

に基づいて、慎重に判断していくこと。 

＜拘縮や変形を予防するための場所と時間の確保＞ 

○  特に筋緊張の強い児童生徒については、身体の拘縮や変形の進行を防ぐために、授業

や諸活動の間にマットや台を利用して緊張を緩めたり、姿勢を変換したりする時間や場所

を確保すること。 

高等部  

＜補助用具や補助的手段の選択＞ 

○  高等部段階では、肢体不自由の障害の状態の改善を目指すか、補助用具や補助的手段

を活用していくか、ということが問題となることがある。生徒の発達段階や身体の動きの

状態とその改善の見通し、生徒自身の考え等を的確に把握しつつ、専門の医師や機関から

の助言を得て、総合的に判断すること。 
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 Ⅳ  病弱・身体虚弱  
 

１ 障害の定義や状態について 

 病弱とは、病気にかかっているため、体力が弱っている状態をいう。一般的に学校

教育の立場から、病気が長期にわたっているもの、又は長期にわたる見込みのもので、

その間継続して医療又は生活規制を必要とする状態をいう。  

 ここでいう「病気」とは、症状から普段の生活への影響の度合いを主観的に判断す

る状態をさし、生体の構造や心理の機能に障害を起こしている客観的状態の「疾患」

とは区別する。  

 また、「生活規制」とは、健康の維持や回復・改善のために必要な運動や食事、安

静、服薬等に関して、守らなければならないことが決められている状況をさす。  

 なお、身体虚弱とは、一般に健康や丈夫という用語に対して、身体が弱いという状

態をいう。  

 

 

２ 障害の主な原因 

  以前は気管支喘息等の呼吸器疾患や腎炎・ネフローゼ等の腎臓疾患が多かったが、近

年、精神及び行動の障害によるものが増えている。例えば心身症、自立神経失調症、適

応障害、強迫神経症、うつ病、慢性疲労症候群等があげられ、これらの幼児児童生徒の

中には、不登校の経験のある者もいる。他に、筋ジストロフィー等の神経系の疾患や小

児ガン等の悪性新生物による疾患や糖尿病を併発した高度肥満児も対象としている。  

 

＜特別支援学校の対象となる障害の程度（学校教育法施行令第 22 条の３による）＞  

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継

続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの  

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの  

 

 

３ 障害に基づいた困難さ 

○ 食事や安静、運動等の健康面、体力面の自己管理能力が低下しやすい。  

○ 病気や症状の変化、治療等に対して、不安感や恐怖感が高まりやすい。また、治

療等の苦痛体験からストレスを感じて、時に退行行動や睡眠、食事等の摂取状況や

リズムが乱れやすくなる。  

○ 家庭から離れ病院等での生活が余儀なくされるため、社会経験の不足、社会性の

未発達に陥りやすい。また、学習に遅れが出たり、学級内で孤立しがちになったり

して、仲間から取り残される恐怖心や不安感を抱きやすくなる。  

○ 日常生活の中で、介助や保護を受ける機会が多くなるため、甘えやわがままな気

持ちをもちやすくなる。  

○ 思春期になると、理想的な自己のイメージと現実の自分を比較することで葛藤が

起きやすく、将来の生活についての不安を抱くようになる。  
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４ 実態把握（診断的評価）の視点 

 

（１）病気の状態や周囲の環境の把握  

 

 幼児児童生徒の病気について、その種類や現在どの程度の状態なのかを医療機関か

らの情報を得ながら適切に把握する必要がある。また、その病気がいつ発症したか、

これまでの病気の状態や変化はどうだったか、その時の治療法は何だったか、周囲の

家族や友達のサポートはどうだったか等について、保護者や主治医等から情報を得な

がら整理する必要がある。  

 

（２）心理面・行動面からの把握  

 

 病弱の幼児児童生徒を理解するためには、まず、学習や生活の様子、友人関係等に

ついて把握する必要があり、あわせて、服薬の副作用によって脱毛する等、治療によ

って変化する身体症状に伴う心理面の状態を把握することが大切である。  

 また、面接を通して、自分の病気について自分自身がどのように認識し、受容して

いるかを知る必要もある。さらに、保護者から家族が病気の状態をどのようにとらえ

ているかを聴取することも必要であり、親子関係診断テスト等の実施で客観的な把握

も参考になる。  

 心理的に不適応の状態にある幼児児童生徒については、主に行動観察を通して、内

的世界（意識）と表に出された行動の両面から実態をとらえる必要がある。この場合、

いつ、どこで、誰がいるときに、どのような状況で、どのくらいの頻度でその行動が

生起したのかをとらえ、その要因を分析する必要がある。  

 

（３）発達についての把握  

 

 障害が重度で、いくつかの障害を重複している幼児児童生徒の発達について、横断

的な視点と縦断的な視点から把握する必要がある。横断的な視点からは、言語発達検

査のように発達を特定の領域から総合的に測定するものや、乳幼児発達検査のように

いくつか分けられた領域のバランスを測定するものを活用するとよい。縦断的な視点

からは、生育歴や治療歴等、過去にさかのぼって発達的変化をとらえていく。  
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５  自立活動における主な指導内容  

区分・項目  主  な  指  導  内  容  

健
康
の
保
持 

①生活のリズムや生活習慣の形成 

②病気の状態の理解と生活管理 

③身体各部の状態の理解と養護 

④健康状態の維持・改善 

○自己の病気の状態の理解 

・人体の構造と機能の知識､理解 

・病状や治療法等に関する知識､理解 

・感染防止や健康管理に関する知識､理解 

○健康状態の維持・改善等に必要な生活様式の理解 

・静養､食事制限､運動量の制限等に関する知識､理解 

○健康状態の維持・改善等に必要な生活習慣の確立 

・食事､安静､運動､清潔､服薬等の生活習慣の形成及

び定着 

○諸活動による健康状態の維持・改善 

・各種の身体活動による健康状態の維持・改善 

心
理
的
な
安
定 

①情緒の安定 

②状況の理解と変化への対応 

③障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服する意欲 

○病気の状態や入院等の環境に基づく心理的不適応

の改善 

・カウンセリング、集団活動等を通じた適応 

○諸活動による情緒の安定 

・体育、音楽、造形、創作的活動等を通じた情緒の

安定 

○病気の状態を克服する意欲の向上 

・各種の身体活動等による、意欲､積極性､忍耐力､集

中力等の向上 

・各種の造形的活動や持続的作業等による成就感の

体得と自信の獲得（病気に立ち向かう自己効力感

の高揚） 

人
間
関
係
の
形
成 

①他者とのかかわりの基礎 

②他者の意図や感情の理解 

③自己の理解と行動の調整 

④集団への参加の基礎 

○人と接するときのマナーの習得 

○自分の体調や心情の伝達 

○周囲の人の体調や心情の理解 

○同年代の児童生徒とのかかわり 

○集団活動の楽しさの経験の蓄積と積極的な参加 

・感染予防や部分的参加等の工夫 

・集団の一員としての自覚 

環
境
の
把
握 

①保有する感覚の活用 

②感覚や認知の特性への対応 

③感覚の補助及び代行手段の活用 

④感覚を総合的に活用した周囲の状況の把

握 

⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形成 

○情報の収集と活用 

身
体
の
動
き 

①姿勢と運動・動作の基本的技能 

②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活

用 

③日常生活に必要な基本動作 

④身体の移動能力 

⑤作業に必要な動作と円滑な遂行 

○運動機能や筋力の保持 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン 

①コミュニケーションの基礎的能力 

②言語の受容と表出 

③言語の形成と活用 

④コミュニケーション手段の選択と活用 

⑤状況に応じたコミュニケーション 

○言語に代わるコミュニケーションの活用 
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（２）病気の種類別の指導内容（例）  

病気の種類  主  な  指  導  内  容  

気管支喘息  

・アレルギー反応の仕組み  

・感染防止や健康管理に関する知識、理解  

・腹式呼吸の練習  

・乾布摩擦  

・水泳等の体力づくり  等  

腎 臓 疾 患
 ・体重の管理、食事制限についての理解  

・ウォーキング等の運動療法  等  

  

６  段階別にみた指導上の配慮点  

段  階  指導上の留意点  

幼児期  

＜指導者との信頼関係づくり＞ 

○ 入院し家庭と離れることによって分離不安を起こしたり、治療に伴う苦痛体験からス

トレスを感じたりするため、指導者との信頼関係を築き、興味・関心に基づいた直接的な

体験ができるように工夫すること。 

＜遊びの工夫＞ 

○ 遊びを通して、主体性を育み、友達と十分に関わることで集団への参加意欲を高め、

自律性を身に付けるようにすること。 

小学部  

＜基礎的・基本的事項の精選＞ 

○ 病気の状態によって活動の制限を受けたり学習が遅れたりするため、教科の特質を踏

まえながら指導内容を精選し、基礎的・基本的な事項を重点に置いて指導を進めること。 

＜交流及び共同学習の推進＞ 

○ 小集団やマン・ツー・マンでの指導が多い学習環境を補うために、近隣の小学校等と

の交流及び共同学習を進め、集団への参加能力や社会性の向上を目指すこと。 

中学部  

高等部  

＜各教科と自立活動の関連＞ 

○ 自立活動の時間における、健康状態の改善に関する内容については、保健体育科、理

科、家庭科等における「病気の予防や健康な生活」等との内容と関連付けて、相補いなが

ら学習効果を高めていくこと。 

＜内容の取扱いや教材・教具の工夫＞ 

○ 病状や生活規制に伴い経験不足や身体活動の制限を余儀なくされるため、理科や社会

科等では、できるだけ観察や社会見学等の時間を確保したり、教材・教具を創意工夫した

りすること。 

○ 病状によっては、教科の特質を生かした指導が十分にできない場合が多いため、必要

に応じて他の学級や学年と合併したり、病気の種類別や課題別にグループ編成したりして

指導の効果を高めること。 

＜情報機器の活用＞ 

○ 病状によって直接体験が難しい場合は、テレビ電話やコンピュータ等でテレビ会議シ

ステム等を利用して、療養中でも学習が進められるように工夫すること。 

＜学習活動における負担への配慮＞ 

○ それぞれの疾患の特質や個々の病状等を考慮して、学習活動の負担加重によって病状

や健康状態が悪化しないように指導計画の作成の段階から配慮していくこと。 
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 Ⅴ  知的障害  
 ＊印は、区分「人間関係の形成」にも関連が強いと考えられる内容  

１  健 康 の 保 持 

項 

目 

①生活のリズムや生活習慣の形成 

②病気の状態の理解と生活管理 

③身体各部の状態の理解と養護 

④健康状態の維持・改善 

主 

な 

指 

導 

内 

容 

（
例
） 

・衣類の着脱や身辺の処理の技術を獲得する。 

・着替え、服をたたみ、帰りの準備をする。 

・長い距離(○ｍ)を休まず走ったり、速く歩くことを心がけたりして、体力をつける。 

・生活のリズムを整え、必要な食事が取れるようにする。 

・常に自分の身体を清潔に保つための手段を身に付ける。 

・心の安定を図り、健康で丈夫な身体を作る。 

・排泄のリズムを整えるためにトイレット・トレーニングをする。 

・決められた時間に、必要な水分を取る。 

・毎日、定時に登校する。 

・日内リズムを整える。 

・体調を管理し、次の活動に備える。 

・援助されて身体の各部位を動かす。 

・ストレッチを行い、関節の拘縮や変形の進行を防止する。 

・援助されていろいろな姿勢をとることに慣れる。 

・教師と一緒に身体を曲げたり伸ばしたりすることに慣れる。 

・着地面を広く取りながら立ったり歩いたりする。 

・健康タイムの時間に集中して運動場を○周走る。 

・健康タイム等の時間に集中して運動に取り組む。 

・日常生活の中で、体調に応じて体を動かしたり、衣服の調整をしたりする。 

・楽しみながら体を動かし、体重を管理する。 

・ブラッシングをして口内衛生に気を付ける。 
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２  心 理 的 な 安 定 

項 

目 

①情緒の安定 

②状況の理解と変化への対応 

③障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・落ち着いて行動する。 

・スイッチ操作で教員とのやりとりをするとともに、落ち着いて活動に取り組む。 

・好きな活動に集中する時間を増やす。 

・課題に対して落ち着いて取り組む。 

・席について○分間、集中して学習する。 

・ボールペン組み立てやビーズなどの諸活動を、一人で繰り返し行う。 

・教師と一緒に身体を曲げたり伸ばしたりすることに慣れる。 

・スケジュールカード等で、見通しをもてるようにする。 

・課題を全部終えるまで、集中して取り組む。 

・スケジュールを理解し、進んで行動したり意思選択をしたりする。 

・嫌な場面で泣いたり、騒いだりせずに、落ち着ける場所へ移動する。 

・自分の意思に反することでも少し我慢して応じる態度を身に付ける。 

・ルールや順番を守りながら友達と仲良く活動することを増やす。（＊） 

・かっとなったとき、感情を自分で抑えることができる。 

・短気を起こさず、自分の気持ちを伝えられるようにする。 

・教師と一緒に音楽を聴いたり、本を読んだりしながら、新しい環境に慣れる。（＊） 

・学級やグループの友だちと一緒に活動ができるようにする。（＊） 

・自分の意思や要求を相手に伝える方法を身に付ける。（＊） 

・間違いを注意されたときは落ち着いて改善することができる。（＊） 

・見通しをもって「待つ」習慣を身に付ける。 

・スケジュールカードを上から順に取り、主体的に、示された内容に合った行動をする。 

・声かけやカードの提示により次の動作にスムーズに移る。 

・段階的に、絵や写真が添えられていない文字だけのスケジュールカードでも、見通しをもてる

ようにする。 

・慣れない場所でも、落ち着いて活動に参加する。 

・２時間続きの継続した活動に見通しをもって活動する。 

・半日の活動に見通しをもって行動する。 

・変更に対応できるようになる。 

・昨日・今日・明日が分かる。 

・時計を見て、次の活動に移る。 

・日にちや曜日の感覚を身に付け、行事などを整理して理解する。 

・一日・一週間の目標を立てて活動する。 

・安心して人と関わる機会を増やす。（＊） 
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３  人 間 関 係 の 形 成 

項 

目 

①他者とのかかわりの基礎 

②他者の意図や感情の理解 

③自己の理解と行動の調整 

④集団への参加の基礎 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・名前を呼んだ人の方を向く。 

・特定の人の顔を見ると笑顔や安心した表情になる。 

・人の動きを目で追う。 

・身近な人と一緒に本を読んだりテレビを見たりする。 

・主に自分の身辺処理の援助をしてくれる人がわかる。 

・家族、友達、先生の区別がつく。 

・よくかかわる友達や教員の名前を覚える。 

・して欲しいことを身振りや言葉で伝える。 

・自分から声かけをする。 

・すすんであいさつをする。 

・相手を選んで伝える。 

・名前を呼ばれたら返事をする。 

・握手をする。 

・手をつないで一緒に歩く。 

・スキンシップを楽しむ。 

・相手の表情や動作のまねをする。 

・相手の動きに合わせて一緒に踊ったり遊んだりする。 

・相手の怒った顔を見て動きを止めたり、行動を変更したりする。 

・相手の「やめて」の身振りや言葉でやめようとする。 

・自分の名前を言う。 

・簡単な質問に「はい」「いいえ」で答える。 

・自分の好きなものや得意なことを伝える。 

・自分の嫌いなものや苦手なことを伝える。 

・「わかりました」「わかりません」など理解したかどうか伝える。 

・「できます」「できません」などできるかどうかの返答をする。 

・拒否するときに穏やかに、言葉や態度で伝えるようにする。 

・相手に名前や学年など簡単な自己紹介をする。 

・みんなの前で住所、趣味・特技等詳しい自己紹介をする。 

・不快な状況になったときに場をかえて落ち着く。 

・困ったときに友達や教師に援助を求める。 

・自分の活動の様子のビデオを見て改善する。 

・自分の居場所を理解し、その場にとどまる。 

・自分の場所に戻る。 

・静かに話を聞こうとする。 
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３  人 間 関 係 の 形 成 

主
な
指
導
内
容
（
例
） 

・自分の順番を待つ。 

・合図に合わせて「動く」、「止まる」を行う。 

・友達と一緒に教室移動をしたり物を運んだりする。 

・風船バレー、ボウリングなどのゲームに楽しんで参加する。 

・すごろく、ババ抜きなどのルールを理解し、友達同士で遊ぶ。 

・場に応じて声の大きさを変えて話をしようとする。 

・係の仕事や当番活動を確実に行う。 

 

４  環 境 の 把 握 

項 

目 

①保有する感覚の活用 

②感覚や認知の特性への対応 

③感覚の補助及び代行手段の活用 

④感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握 

⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形成 

主 

な 
指 

導 

内 

容
（
例
） 

・様々な感覚刺激を経験し、外界から刺激を受けることに慣れる。 

・幾つかの素材の異なる物に触れ、触感覚の育成を図る。 

・視覚刺激に対して注視を促す。 

・受け入れやすい刺激に対して、視線を向ける場面を増やす。 

・水の感触に慣れる。 

・運動・動作と音の関連に気付く。 

【※ものの機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念形成を図るために、 

  以下のような内容を指導する。】 

・ボールを握り、穴の中に落とす。 

・棒に輪を通す。 

・○、△、□等の型はめをする。 

・コインを指先でつまんで箱に入れる。 

・絵カードの上に絵と同じ具体物を置く。 

・スイッチ操作で因果関係等を学習する。 

・１～５の数字カードを順番に並べる。 

・１～５の数字カードと同数の洗濯ばさみを挟む。 

・１～５枚のシールを貼った紙皿に、おはじきをシールに対応させて置く。 

・１～10 までの数字と具体物を対応させる。 

・１～10 までの数唱をする。 

・１～50 までの数字カードを正しく並べる。 

・30 ピースのパズルをする。 

・自分の名前の文字カードを正しく並べる。 

・１～２音の物の名前の文字カードと絵カードのマッチングをする。 

・１～４音の名前の絵カード取りができる。 
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４  環 境 の 把 握 

主  

な  

指  

導  

内  

容
（
例
） 

・１～４音の名前の絵カードと文字カードのマッチングができる。 

・大小の型はめをする。 

・○や△、□の形に注目して型はめをする。 

・赤、青のマッチングをする。 

・コインを貯金箱の穴の向きに合わせて入れる。 

・具体物と具体物のマッチングをする。 

・具体物で一対一対応をする。 

・４～５種類の色や形の弁別をする。 

・数字とドットを結ぶ。 

・数字を見てシールを貼る。 

・シールを貼って数を数える。 

・指示された数だけペグを差す。 

・赤、青、黄の３色のビーズを手本どおりの順にひもに通す。 

・名前の平仮名文字のマッチングをする。 

・身近な物の名前を聞いて、絵カードを取る。 

・すごろくで遊ぶ。（＊） 

・次の活動に見通しをもち、自ら取り組む気持ちや態度を育てる。 

・急な予定変更や、通常と異なることがあっても落ち着いて行動する。 

・一日の全体の流れを理解する。 

・活動の場所が変わっても、スムーズに行動する。 

 

５  身 体 の 動 き 

項 

目 

①姿勢と運動・動作の基本的技能 

②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用 

③日常生活に必要な基本動作 

④身体の移動能力 

⑤作業に必要な動作と円滑な遂行 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・身体の緊張を緩め、リラックスする。 

・教師や級友の動きをモデルとして、同じように体を動かす。 

・関節の可動域を広げるためにストレッチなどの運動を行う。 

・ボールを使って、投げる、受け取る、蹴るなどの基本的な運動を行う。 

・持久力の向上を図るため、時間を設定してジョギング等の軽い運動を行う。 

・両手で荷物を抱え、決められた場所まで運ぶ。 

・腹ばいの姿勢から片手をつき、片手で物を取る。 

・平均台やシーソーなどの遊具を使って、身体を支えたりバランスをとったりする。 

・上体や頭部を支える力を養う。 

・うつぶせの姿勢で頭をもち上げ、目の前の遊具に手を伸ばす。 

・あぐら座位で背中を伸ばした姿勢をスムーズにとる。 
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５  身 体 の 動 き 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・あぐら座位を保持して活動する時間を延ばす。 

・手足を自分で意識的に曲げ伸ばしする。 

・腹ばいから四つばいの姿勢をとる。 

・水治訓練の中で、水の浮力等を利用してして自分の体を動かす。 

・いすやトイレットチェアーから自力で立ち上がる。 

・立位台を使い、両足で立つ感覚に慣れる。 

・膝立ちで両膝に体重をかける。 

・膝立ちの姿勢から自分で立ち上がる。 

・自分の両手で支えながら立位を保持する。 

・片側に重心が移ったときバランスを保ちながら立つことができる。・電動車いすを使って目的

地に安全に移動する。 

・ウォーカーを使用し、一定の時間内、止まらずに歩き続ける。 

・片手で手すりを持って、前向きに階段を上る。 

・手すりを持って一人で階段の昇降をする。 

・○㎝離れたブロックの上を落ちずに歩くことができる。 

・やや長い距離の歩行練習（校舎内外の散歩、階段の昇降）をする。 

・一定のペースを維持しながらジョギングを行う。 

・全身を使っての運動体験を増やす。 

・着替えや、衣服をたたむなど、一人でできる日常生活動作を増やす。 

・いろいろな種類のスイッチを使った遊びをする。 

・赤、青、黄の３色のビーズを手本どおりの順にひもに通す。 

・好きな活動に集中する時間を増やす。 

・自発的に動くおもちゃや楽器等を操作する。 

・ブランコや木馬、すべり台等の遊具で遊ぶことに慣れる。 

・三輪車やろくぼく、平均台等を使った運動に慣れる。 

・水に浮き、身体をコントロールする。 

・両足を床に付けて座る。 

・プレイバルーンの上で、座位を保持する。 

・あぐら座位や装具を付けての立位を保持する。 

・車いすやウォーカー等を使用して体を動かすことに慣れる。 

・車いすやウォーカー等を使用して移動する（○分間、○ｍ）。 

・持った物をタイミングよく放す。 

・肩を上下に動かす。 

・肩を前後に動かす。 

・胸を張った姿勢を保持する。 

・教師と一緒に身体を曲げたり伸ばしたりすることに慣れる。 

・肘這いや寝返りで移動する。 

・持った物を放すことができる。 
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５  身 体 の 動 き 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・紙をちぎる。 

・紙を折る。 

・コインを指先でつまんで箱に入れる。 

・ピンセットを使って物をつまむ。 

・スプーンですくう操作をする。 

・スプーンで物をすくい、別の容器に移す。・ペグボードを使って棒に差す操作をする。 

・ピンセットで小さい物をつまんで別の容器に入れる。 

・コップを持ってお茶等を飲む。 

・紙片に洗濯ばさみを挟んだり、挟まれた洗濯ばさみを取ったりする。 

・グー、チョキ、パーをスムーズに出す。・親指と人差し指、親指と中指等で、リングを作る。 

・コインを貯金箱の穴の向きに合わせて入れる。 

・リングやペグ等を棒に通す操作を行う。 

・洗濯ばさみをつまみ、缶の縁に挟む。 

・赤、青、黄の３色のビーズを手本どおりにひもに通す。 

・提示された数字、文字カードを見て教材を棚かごから持ってくる。 

・枠の中に一定の大きさの文字を書き込む。 

・身近な道具の扱いに慣れる。 

 

６  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 

項 

目 

①コミュニケーションの基礎的能力 

②言語の受容と表出 

③言語の形成と活用 

④コミュニケーション手段の選択と活用 

⑤状況に応じたコミュニケーション 

主 

な 

指 

導 

内 

容 

 

・前後・左右からの音に対して顔や身体を動かす。 

・身近な人の声やいろいろな物の音を聞いて、快・不快の表出を促す。（＊） 

・興味・関心の高い物の音を鳴らし、快の表情（ほほえみ、発声など）を表出する。 

・タッピングや揺さぶりなど、素手で身体に直接刺激を与え快・不快の表情（発声を含む）の表

出をする。（＊） 

・スイッチ操作で意思表出をする。 

・名前を呼ばれたら相手の顔を見る。（＊） 

・絵カードの上に絵と同じ具体物を置く。 

・要求があるとき、声を出して知らせることができる。（＊） 

・問いかけに対して、表情を変えたり声を出したりする。（＊） 

・排尿や給食のおかわりをしたいとき、身振りで伝える。 

・身近な物の名前を聞いて、絵カードを取る。 

・自分の意思や要求を相手に穏やかに伝える方法を身に付ける。（＊） 

・自分のスケジュールを理解し、進んで行動したり意思選択をしたりする。 

 

（
例
） 
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・何かしてほしいときに自分から「やって」と言う。（＊） 

・要望を伝えるときは教師の名前を呼ぶ。（＊） 

・要求を２語文で伝える。（＊） 

・時と場に応じた話題や言葉遣い、言動を身に付ける。 

・不快感を適切な態度と言葉で表現できるようになる。（＊） 

・トーキングエイドを使って挨拶をする。（＊） 

・相手を見て、自分から挨拶をする。（＊） 

・自分から、声かけができるようになる。（＊） 

・大きな声で挨拶や話ができるようになる。（＊） 

・支援者の言葉をまねて話したり、一緒に声を出して発表したりする。（＊） 

・見聞きしたことや経験したことを簡単な言葉で話す。 

・自分の考えていることや気持ちを簡単な言葉で表現したり、意思表示したりする。 

・自分の気持ちを伝えることができるように、様々な言葉を使ってあきらめずに意思表示する。 

・落ち着いてはっきりと発表をしたり、ていねいに字を書いたりする。 

・相手に聞き取りやすい発音で、自信を持ってはっきりと発言する。 

・五十音を明瞭に発音できるようになる。 

・身振りや手振りで、「はい」、「いいえ」「あちらに行きたい」など意思を伝える。 

・「いいえ」と「わからない」を表す動作を区別する。 

・「はい」「いいえ」で問いに答える。 

・相手の身振りや話を見聞きし、模倣したり質問に簡単な返事をしたりする。（＊） 

・「はい」「いいえ」を表情や声、手の動きで表す。 

・口をしっかり開けて、大きな声で会話をする。 

・新しい環境に慣れ、教師と一緒に音楽を聴いたり、本を読んだりすることを楽しむ。（＊） 

・提示された２つの具体物の中から、好きな方を選んで手に取る。 

・指示したカードを取る。 

・提示された数字、文字カードを見て教材を棚かごから持ってくる。 

・日課のスタンプを押す。 

・口の形をまねて声を出す。 

・カードを見て名前を言う。 

・文字をなぞって書く。 

・自分の意思を言葉で伝える。 

・自分の思いやしてほしいことなどを身振りや言葉で伝える。 

・日常生活で用いる簡単な言葉の模倣をする。 

・写真や絵カードを教師に手渡したり、身振りや言葉を使ったりして、自分の思いやしてほしい

ことを伝えようとする。 

・言いにくい言葉は、一音ずつはっきり発音する。 

・服をハンガーに掛けたり、サスペンダーを付けたりするときに、「お願い」等の言葉を発して

教師に依頼する。 

・遊びに行くときに、教師の肩をたたいて合図をし、言葉で知らせる。 

６   コ  ミ  ュ  ニ  ケ  ー  シ  ョ  ン  

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 



- 26 - 

 

６  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 

主 

な 

指 

導 

内 

容
（
例
） 

・｢歌が歌いたい｣｢好きな活動がしたい｣気持ちを言葉で伝える。 

・カードのメッセージを見て行動に移す。 

・教師との会話を楽しみ､質問に答えて返事をしたり、要求に応えて行動したりする。 

・自分の意思をノート等に書いて表す。 

・問いかけに対して、よく考えてから回答する。 

・友達の意見や人の話を集中して聞く。 

・友達の意見や考えを聞き、自分の考えにも生かした意見を述べる。 

・自分のしてほしいことなどを身振りで伝えようとする。 

・給食で「おかわり」を聞かれたときに「いります」「いりません」と答える。 

・考えや感想を人前で発表する。 

・具体物と具体物のマッチングをする。 

・絵カードのマッチングにより教材を選び取ってくる。 

・示された数字の順に教材を取ってくる。 

・行きたい場所があるときに､｢○○に行きたいです｣と要求する。 

・プレイルームや図書室に行きたいときに、「○○に行く」と２語文で教師に伝える。 

・カームダウンエリアで休憩したい時やプレイルームに行きたい時、「○○して（に行って）い

いですか？｣と教師に要求する。（＊） 

・「○」「×」等のカードを用い、希望を示す。 

・「食べたい」、「遊びたい」などの要求をカードで示す。 

・１～４音の名前の絵カード取りができる。 

・１～４音の絵カードと文字カードのマッチングができる。 

・「いや」「おねがい」「ちょうだい」の身振り表現ができる。 

・発音に気を付けて会話する。 

・多くの人と積極的に関わるようにする。（＊） 

・場面に応じた会話を楽しむ。 

・場と相手に配慮した会話をする。 

・場所や場面に応じた行動をする。 

・自分の意思を言葉ではっきり表現する。（＊） 

・相手に分かりやすく話せる工夫をする。（＊） 

・トイレに行くときや教室から出るときはどこに行くか伝える。 

・時と場所、目的に応じた言葉遣いができるようにする。 

・分からないときや困ったときに質問をする。（＊） 

・行事や係の仕事などリーダーシップを取りながら行う。（＊） 

・毎日、日記を書く。 
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「特別支援学校指導要領解説－自立活動編－」に示された具体的指導内容例  

 

区 
分 

項目 
視覚 
障害 

聴覚 
障害 

知的 
障害 

肢体 
不自由 

病弱 
重度 
重複 

言語 
障害 

自閉症
情緒障害 

ＬＤ 
ＡＤ 
ＨＤ 

他の項目との 
関連例 

１ 
健
康
の
保
持 

(1) 生活のリズムや生
活習慣の形成 

○         ○   ○   ○ 重度重複 

(2) 病気の状態の理解  
と生活管理 

        ○   ○       てんかん 

(3) 身体各部の状態の  
理解と養護 

○ ○   ○ ○           
筋ジストロ 

フィー 

(4) 健康状態の維持・  
改善 

    ○     ○   ○     心臓疾患 

２
心
理
的
な
安
定 

(1) 情緒の安定 
 

        ○ ○     ○ ○ 心身症 

(2) 状況の理解と変化  
への対応 

○             ○     視覚障害 

(3) 障害による学習上  
又は生活上の困難を改
善・克服する意欲 

      ○   ○     ○   吃音 

３
人
間
関
係
の
形
成 

(1) 他者とのかかわり
の基礎 

          ○   ○     視覚障害 

(2) 他者の意図や感情 
の理解 

○             ○     聴覚障害 

(3) 自己の理解と行動 
の調整 

    ○ ○           ○ 自閉症 

(4) 集団への参加の基
礎 

○ ○             ○   ＡＤＨＤ 

４
環
境
の
把
握 

(1) 保有する感覚の活
用 

○ ○ ○ ○   ○         重度重複 

(2) 感覚や認知の特性
への対応 

○   ○ ○       ○ ○ ○ 脳性まひ 

(3) 感覚の補助及び代
行手段の活用 

○ ○                 弱視 

(4) 感覚を総合的に活
用した周囲の状況の把
握 

○ ○                 聴覚障害 

(5) 認知や行動の手掛  
かりとなる概念の形成 

○     ○         ○   聴覚障害 

５
身
体
の
動
き 

(1) 姿勢と運動・動作の
基本的技能 

○   ○ ○             ＡＤＨＤ 

(2) 姿勢保持と運動・動
作の補助的手段の活用 

○     ○             重度重複 

(3) 日常生活に必要な
基本動作 

      ○   ○         知的障害 

(4) 身体の移動能力 ○     ○ ○ ○         肢体不自由 

(5) 作業に必要な動作
と円滑な遂行 

      ○       ○   ○ 自閉症 

６
コ
ミ
ュ
ニ 

ケ
ー
シ
ョ
ン 

(1) コミュニケーショ
ンの基礎的能力 

  ○       ○   ○     知的障害 

(2) 言語の受容と表出 
 

  ○   ○     ○       自閉症 

(3) 言語の形成と活用 
 

○ ○       ○     ○   
言語発達の 

遅れ 

(4) コミュニケーショ
ン手段の選択と活用 

○ ○   ○       ○     聴覚障害 

(5) 状況に応じたコミ
ュニケーション 

○               ○   選択性かん黙 

 ※網掛けは、新たな区分・項目を示す。  
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自立活動の区分・項目別指導内容例 

出典：「特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等部）」（平成２１年６月） 

 

Ⅰ  健康の保持 

 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

 

体温の調節、覚醒と睡眠など健康状態の維持・改善に必要な生活のリズムの形成、食事

や排泄など生活習慣の形成、衣服の調節、室温の調節や換気、感染予防のための清潔の保

持など健康な生活環境の形成を図る。 

 

 

 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること 

 

自分の病気の状態を理解し、その改善を図り、病気の進行の防止に必要な生活様式につ

いての理解を深め、それに基づく生活の自己管理ができるようにする。 

 

 

障害等  具体的な状況  指導内容と留意点  

重度の障  

害・重複  

障害  

・  覚醒と睡眠のリズムが不

規則で体力が弱く、食事

の量や時間、排泄の時間

が不規則である。  

・  家庭との連携を図り、児童生徒の１日の生活

状況を具体的に把握した上で、朝決まった時

間に起こすようにし、日中は身体を動かす活

動や遊びを十分に行って目覚めた状態を維持

したり、規則正しく食事をとったりするなど

生活のリズムを形成するための指導を行う。  

自閉症  ・  極端な偏食や特定の衣服

へ の 強 い こ だ わ り が あ

る。  

・  困難の要因を明らかにし、無理のない程度の

課題から取り組めるようにする。  

備考  ＜生活状況の把握＞  

・  

・  

 

・  

・ 

覚醒と睡眠のリズム、呼吸機能、体温調節機能  

食事や水分摂取の時間・回数・量、口腔機能、食物の調理形態、摂取時の

姿勢や介助方法  

排泄の時間帯・回数、排泄時の姿勢や介助方法、排泄のサイン  

服薬の種類や時間、てんかん発作の状態、発熱、嘔吐、下痢、便秘等  

障害等  具体的な状況  指導内容と留意点  

二分脊椎  ・  尿 路 感 染 を 起 こ し や す

い。  

・  尿路感染の予防のため、排泄指導、清潔の保

持、定期的検尿等に留意した指導を行う。  

精神性の  

疾患  

・  食欲の減退、興味・関心

の 低 下 や 意 欲 の 減 退 な

ど の 症 状 が 病 気 に よ る

も の と 理 解 で き て い な

い。  

・  医師の了解を得た上で、病気の仕組みと治療

方法を理解させるとともに、日記を書くこと

でストレスの要因に気付かせたり、小集団で

の話合いの中でストレスを避ける方法や発散

する方法を考えさせたりする。  

てんかん  

 

知的障害  

・  知的障害があるため、生

活 上 の 注 意 事 項 を 守 る

こ と や 定 期 的 に 服 薬 す

ることが難しい。  

・  

 

・  

絵本やビデオを用いて、てんかんについての

理解を図る。  

過労を避けることや定時に服薬をすること

を、実際の場面で具体的に指導する。  
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(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること 

 

病気や事故等による神経、筋、骨、皮膚等の身体各部の状態を理解し、その部位を適切

に保護したり、症状の進行を防止したりできるようにする。 

 

障害等  具体的な状況  指導内容と留意点  

聴覚障害  ・ 自己の障害についての理

解が十分ではなく、補聴

器等の適切な管理ができ

ていない。  

・  

 

・  

耳の構造や補聴器等の機能についての理解を

図る。  

補聴器等を用いる際の留意点について理解を

促すなど、自ら適切な聞こえの状態を維持で

きるよう耳の保護にかかわる指導を行う。  

筋ジスト  

ロフィー  

・ 筋肉が萎縮し筋力が低下

しており、治療方法や将

来に関する不安をもって

いる。  

・  病気の原因や経過、進行の予防、運動の必要

性、適切な運動方法や運動量についての学習

を通して、身体の状態に応じて運動の自己管

理ができるように指導する。  

 

 

(4) 健康状態の維持・改善 

 

障害があることにより、運動量が少なくなったり、体力が低下したりすることを防ぐた

めに、日常生活における適切な健康の自己管理ができるようにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

重度の障  

害・重複  

障害  

・ 健康の状態を明確に訴え

ることが困難で、たんの

吸引等の医療的ケアが必

要である。  

・  

 

 

 

 

 

・  

様々な場面で健康観察を行い、変化しやすい

健康状況を的確に把握した上で、乾布摩擦や

軽い運動を行ったり、空気、水、太陽光線を

利用して皮膚や粘膜を鍛えたりして、血行の

促進や呼吸機能の向上を図り、健康状態の維

持・改善に努める。  

健康状態の詳細な観察が必要であり、指導の

前後にたんの吸引等の医療的ケアが必要な場

合もあることから、養護教諭や看護師等と十

分連携を図って指導を進める。  

知的障害  

 

自閉症  

・ 運動量が少ない結果、肥

満になったり、体力低下

を招いたりする。また、

心理的な要因により不登

校の傾向が続き、運動量

が少なくなったり、食欲

不振の状態になったりす

る。  

・  適切な運動を取り入れたり、食生活と健康に

ついて実際の生活に即して学習したりするな

ど、日常生活における自己の健康管理のため

の指導を行う。  

心臓疾患  ・ 運動の制限の範囲を超え

て動いてしまい、病気の

状態や体調を悪化させて

しまう。  

・  

 

 

・  

学校生活管理指導表を活用しながら、心臓疾

患の状態と生活管理について理解ができるよ

うにする。  

自覚症状や体温、脈拍等から自分の健康状態

を把握し、自ら日常生活や学習活動の状態を

調整したり、医師に相談したりできるように

する。  
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Ⅱ  心理的な安定 
 
(1) 情緒の安定に関すること 
 

情緒の安定を図ることが困難な幼児児童生徒が、安定した情緒の下で生活できるように
する。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

白血病  ・ 治療の副作用により貧血

や嘔吐などが長期間続く

ことにより心理的に不安

定になる。  

・  悩みを打ち明けたり、自分の不安な気持ちを

表現できるようにしたりして、心理的な安定

を図る。  

ＡＤＨＤ  ・ 自分の行動を注意された

ときに反発して興奮を静

められなくなる。  

・  自分を落ち着かせることができる場所に移動

してその興奮を静めることや、いったんその場

を離れて深呼吸するなどの方法を教え、それら

を実際に行うことができるように指導する。  

ＬＤ  ・ 学習において努力をして

も期待したほどの成果が

得 ら れ な か っ た 経 験 か

ら、生活全体において自

信を失い、失敗に対して

感情的になり、情緒が不

安定になる。  

・  本人が得意なことを生かして課題をやり遂げ

るように指導し、成功したことを褒めること

で自信を持たせたり、自分のよさに気付くこ

とができるようにしたりする。  

心身症  ・ 心理的に緊張しやすく、

不安になりやすい。嘔吐、

下痢、拒食等の症状があ

り、日々それらが繰り返

されるため強いストレス

を感じる。それらの結果、

集団に参加することが困

難である。  

・  

 

・  

教師が病気の原因を把握した上で、本人の気

持ちを理解しようとする態度でかかわる。  

良好な人間関係作りを目指して、構成を工夫

した小集団において、様々な活動を行ったり、

十分にコミュニケーションができるようにし

たりする。  

備考  ・ 

 

 

・ 

障害のある幼児児童生徒は、生活環境など様々な要因から、心理的に緊張

したり不安になったりする状態が継続し、集団に参加することが難しくな

る場合がある。  

このような場合は、睡眠、生活のリズム、体調、天気、家庭生活、交友関

係など、その要因を明らかにし、情緒の安定を図る指導を行うとともに、

必要に応じて環境の改善を図る。  
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(2) 状況の理解と変化への対応に関すること 
 

場所や場面の状況を理解して心理的抵抗を軽減したり、変化する状況を理解して適切に
対応したりするなど、行動の仕方を身に付けられるようにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  見えない、あるいは見え

にくいことから、周囲の

状況を即座に把握するこ

とが難しいため、初めて

の環境や周囲の変化に対

して、不安になる。  

・  

 

 

・  

 

 

・  

 

 

・  

日ごろから一定の場所にあるものを目印にし

て行動する力を身に付けられるよう指導す

る。  

急激な変化を避けて徐々に環境に慣れるよう

配慮する。可能であれば、事前にその環境を

確認できるようにする。  

初めての場所や場面については、状況の説明

を聞いたり、状況を把握したりするための時

間を確保する。  

必要に応じて身近な人に尋ねるなど、援助を

依頼することができるよう指導する。  

選択性か  

ん黙  

・  家庭などでは支障なく会

話できるものの、特定の

場所や場面では会話がで

きない。  

・  安心して参加できる集団構成や活動内容を工

夫したり、教師が付き添って適切な援助を行

ったりするなどして、情緒の安定を図りなが

ら、それぞれの場面に対応できるようにする。 

自閉症  ・  予告なしに行われる避難

訓練や急な予定の変更な

どに対応できず、混乱し

たり、不安になったりし

て、どのように行動した

ら よ い か 分 か ら な く な

る。  

・  予想される事態や状況を予告したり、事前に

体験できる機会を設定したりする。  
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(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること 

 

自分の障害の状態を理解したり、受容したりして、積極的に障害による学習上又は生活

上の困難を改善・克服しようとする意欲の向上を図る。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

筋ジスト  

ロフィー  

・  

 

 

 

・  

年齢が上がるにつれて歩

行が困難になり、その後、

車いすの利用や酸素吸入

が必要となる。  

友 達 の 病 気 の 進 行 を 見

て、将来の自分の病状を

認識している。  

・  学習や運動において打ち込むことができるこ

とを見つけ、それに取り組むことにより、生

きがいを感じることができるよう工夫し、少

しでも困難を改善・克服しようとする意欲の

向上を図る。  

肢体不自  

由  

・  移動が困難である。  ・  手段を工夫し自分の力で移動ができるように

なるなど、障害に伴う不自由を自ら改善し得

たという成就感がもてるようにする。  

 ・  障 害 の 状 態 が 重 度 の た

め、心理的な安定を図る

ことが困難である。  

・  寝返りや腕の上げ下げなど、不自由な運動・

動作をできるだけ自分で制御するような指導

を行い、自己を確立し、困難を改善・克服す

る意欲を育てる。  

ＬＤ  ・  計算の仕方を覚えること

が他の人と比較して時間

がかかることなどに気付

いても、それを自分の努

力不足によるものと思い

込んでいる。  

・  

 

 

・  

自分の得意な面と不得意な面を知り、得意な

面を活用することで困難を克服できることを

経験させるようにする。  

成功体験やそれを賞賛される経験などを積み

重ね、自分に自信をもてるようにし、不得意

なことにも積極的に立ち向かう意欲を育て

る。  

吃音  ・  人とのコミュニケーショ

ンを円滑に行うことがで

きず、学校生活等におい

て消極的になりがちであ

る。  

・  教師との良好な関係を築き、気持ちを楽にし

て話す方法を指導したり、自分の得意なこと

に気付かせて自信をもたせたりするなどし

て、障害を受け止め、積極的に学習等に取り

組めるようにする。  

備考  ・  障害に起因して心理的な安定を図ることが困難な状態にある幼児児童生徒

の場合、同じ障害のある者同士の自然なかかわりを大切にしたり、社会で

活躍している先輩の生き方や考え方を参考にしたりするなどして、心理的

な安定を図り、積極的に行動しようとする態度を育てる。  
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Ⅲ 人間関係の形成 
(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること 
 

人に対する基本的な信頼感をもち、他者からの働き掛けを受け止め、それに応ずること
ができるようにする。 

 
障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

重度の障  
害  

・  人に対する認識が育って
おらず他者からの働き掛
けに反応が乏しい。  

・  
 
 
・  

抱いて揺さぶるなど児童が好むかかわりを繰
り返し行って、かかわる者の存在に気付くこ
とができるようにする。  
身近な人と親密な関係を築き、その人との信
頼関係を基盤としながら、周囲の人とのやり
とりを広げていくようにする。  

自閉症  ・  他者とのかかわりをもと
うとするが、その方法が
十 分 に 身 に 付 い て い な
い。  

・  
 
・  

直接的に指導を担当する教師を決めるなど、
教師との安定した関係を形成する。  
やりとりの方法を大きく変えずに繰り返し指
導して定着を図り、相互にかかわり合う素地
を作る。その上で、やりとりの方法を徐々に
増やしていく。その際、言葉だけでなく、具
体物や視覚的な情報を加えて分かりやすくす
る。  

視覚障害  ・  相手の顔が見えない、あ
る い は 見 え に く い た め
に、他者とのかかわりが
消極的、受動的になる傾
向がある。  

・  
 
 
 
・  

自分の顔を相手の声の方向に向けるようにし
たり、相手との距離を意識して声の大きさを
調節したりするなど、コミュニケーションを
図るための基本的な指導を行う。  
周囲の状況が変化した場合は、必要に応じて
援助を求めるなどの機会を設け、積極的に他
者とかかわろうとする態度や習慣を養うよう
指導する。  

 
 
(2) 他者の意図や感情の理解に関すること 
 

他者の意図や感情を理解し、場に応じた適切な行動をとることができるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 
自閉症  ・  

 
 
 
 
・  

言葉や表情、身振りなど
を総合的に判断して相手
の心の状態を読み取り、
それに応じて行動するこ
とが困難である。  
言葉を字義通りに受け止
めてしまうため、行動や
表情に表れている相手の
真意を読み取ることがで
きない。  

・  生活の様々な場面を想定し、そこでの相手の
言葉や表情などから、立場や考えを推測する
ような指導を通して、相手とかかわる際の具
体的な方法を身に付けるよう指導する。  

視覚障害  ・  相手の表情を視覚的にと
ら え る こ と が 困 難 な た
め、相手の意図や感情の
変化を読み取ることが難
しい。  

・  聴覚的な手掛かりである相手の声の抑揚や調
子の変化などを的確に聞き分けて、話し相手
の意図や感情を的確に把握するとともに、そ
の場に応じて適切に行動することができる態
度や習慣を養う。  

聴覚障害  ・  聴覚的な情報を入手しに
くいことから、視覚的な
手掛かりだけで判断した
り、会話による情報把握
が円滑でないため自己中
心的にとらえたりしやす
い。  

・  状況の理解を会話により補完することができ
ないために、目の前の状況だけで判断しがち
な場合には、そこに至るまでの状況の推移に
ついても振り返りながら、順序立てて考える
などの機会を設け、出来事の流れに基づいて
総合的に判断する経験を積ませるようにす
る。その際、聴覚活用や読話等の多様なコミ
ュニケーション手段を場面や相手に応じて適
切に選択し、的確に会話の内容を把握できる
ように指導する。  
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(3) 自己の理解と行動の調整に関すること 
 
自分の得意なことや不得意なこと、自分の行動の特徴などを理解し、集団の中で状況に

応じた行動ができるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 
知的障害  ・  過去の失敗経験等の積み

重ねにより、自分に対す
る自信がもてず、行動す
ることをためらいがちに
なる。  

・  本人が容易にできる活動を設定し、成就感を
味わうことができるようにして、徐々に自信
を回復しながら、自己の理解を深めていける
ようにする。  

肢体不自  
由  

・  経験が乏しいことから自
分の能力を十分理解でき
ていない。  

・  自分でできること、補助的な手段を活用すれ
ばできること、他の人に依頼して手伝っても
らうことなどについて、実際の体験を通して
理解を促すようにする。  

ＡＤＨＤ  ・  状況にそぐわない行動を
することがあるために友
達に受け入れられず、集
団参加が難しい。  

・  状況に合わせて行動することが自分は不得意
であることを理解し、行動する前に周囲の状
況を観察したり、状況を理解するゆとりをも
つようにしたりする態度を身に付けられるよ
うにする。その際、ロールプレイのように、
できるだけ具体的な状況を設定して指導 す
る。  

自閉症  ・  自己を理解することや周
囲の者の自分に対する見
方を理解することが困難
なため、友達の行動に対
して適切に応じることが
できない。  

・  体験的な活動を通して自分の得意なことや不
得意なことの理解を促したり、他者の意図や
感情を考え、それへの対応方法を身に付けた
りするできるように指導する。  

 
 
(4) 集団への参加の基礎に関すること 

 
集団の雰囲気に合わせたり、集団に参加するための手順やきまりを理解したりして、遊

びや集団活動などに積極的に参加できるようにする。 
 
障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  目で見れば分かるような
ゲームのルールなどがと
らえにくく、集団の中に
入っていけない。  

・  あらかじめ集団に参加するための手順やきま
り、必要な情報を得るための質問の仕方など
を指導して、積極的に参加できるようにする。 

聴覚障害  ・  場面や相手によっては、
会話等の情報を的確に把
握できにくいため、日常
生活で必要なルールや常
識等を理解したり、それ
に基づいて行動したりす
ることが困難である。  

・  背景を想像したり、実際の場面を活用したり
して、どのように行動すべきか、また、相手
はどのように受け止めるかなどについて、具
体的なやりとりを通して指導する。  

ＬＤ  ・  友達との会話の背景や経
過を類推することが難し
く、集団に積極的に参加
できない。  

・  日常的によく使われる友達同士の言い回しや
分からないときの尋ね方などを、あらかじめ
少人数の集団の中で学習しておくようにす
る。  

ＡＤＨＤ  ・  
 
 
 
 

・  

説明を聞き漏らしたり、
最後まで聞かなかったり
するために、ルールを理
解しておらず、うまく遊
びに参加できない。  
勝ちたい気持ちから、ル
ー ル を 守 る こ と が で き
ず、うまく遊びに参加で
きない。  

・  
・  

 
・  

ルールを段階的に理解できるようにする。  
適切な行動をロールプレイにより具体的に学
習できるようにする。  
遊びへの参加方法が分からないときに、友達
に尋ねたり、不安を静めたりする方法を学習
できるようにする。  
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Ⅳ  環境の把握 
 
(1) 保有する感覚の活用に関すること 

 
保有する視覚、聴覚、触覚などの感覚を十分に活用できるようにする。 
 

障害等  指導内容と留意点  

視覚障害  ・  全盲であれば聴覚や触覚を活用し、弱視であれば保有する視覚を最大限に
活用するとともに、その他の感覚も十分に活用して、必要な情報を収集で
きるよう指導する。  

聴覚障害  ・  
・  

補聴器等の装用により、保有する聴覚を十分に活用する指導を行う。  
場所や場面に応じて、磁気ループを用いた集団補聴システム、ＦＭ電波や
赤外線を用いた集団補聴システム、ＦＭ補聴器等の機器の特徴に応じた活
用ができるようにする。  

重度の障  
害  

 
重複障害  

・  視覚、聴覚、触覚と併せて、姿勢の変化や筋、関節の動きなどを感じ取る
感覚とそれらの感覚の相互の関連性など、個々の感覚の状態とその活用の
仕方を的確に把握した上で、保有する感覚で受け止めやすいように情報の
与え方を工夫する。そして、徐々に働き掛けを発展させ、細かなステップ
を追って、視覚と聴覚を協調させたり、視覚と手の運動を協調させたりす
る指導を行う。  

 
 
(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること 
 

感覚や認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるようにするとと
もに、特に感覚の過敏さや認知の偏りなどの個々の特性に適切に対応できるようにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

眼疾患  ・  まぶしさを強く感じる。  ・  屋外活動の際に、遮光眼鏡の装用とその習慣
化を図る。  

自閉症  ・  聴覚過敏により特定の音
に、触覚過敏により身体
接触や衣服の材質に、強
い不快感を抱く。それら
の刺激が強すぎたり、突
然であったりすると、混
乱状態に陥る。  

・  
 
・  
 
 

個々の児童生徒にとっての快刺激や不快刺激
を把握する。  
不快な音や感触を自ら避けたり、状態に応じ
て少しずつ慣れていったりするように指導す
る。  

脳性まひ  
 
知的障害  

 
ＬＤ  

 
ＡＤＨＤ  

 
自閉症  

・  言葉の記憶力が弱かった
り、話し声から特定の音
韻を聞き取ることが難し
かったりするために話を
聞いて理解することが困
難である。  

・ 
 
 
・ 

認知の特性に応じた指導方法を工夫し、得意
な方法を積極的に活用するとともに、不得意
な課題を少しずつ改善するよう指導する。  
児童生徒が自分の得意な学習の方法を理解し
てから、使えるように指導する。  

・  読んでいる箇所を目で追
うことができないため、
本を読むことが苦手であ
る。  

脳性まひ  ・  多くの文字や図形の中か
ら 一 つ に 注 目 す る こ と
や、文字や図形を構成す
る線や角度の関係を理解
す る こ と が 難 し い た め
に、文字や図形を正しく
とらえることが困難であ
る。  

・ 一つの文字や図形を取り出して輪郭を強調し
て見やすくしたり、文字の部首や図形の特徴
を言葉で説明したりして、正しくとらえられ
るようにする。  

備考  感覚：  
 
認知：  

身体の内外からの刺激を目、耳、皮膚などの感覚器官を通してとらえ  
る働き  
感覚を通して得られる情報を基にして行われる情報処理の過程  
（記憶、思考、判断、決定、推理、イメージ形成などの心理的な活動） 
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(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 
 
保有する感覚器官を用いて状況を把握しやすくするよう各種の補助機器を活用できる

ようにしたり、他の感覚や機器での代行が的確にできるようにしたりする。 
 

障害等 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  
 

・  

小さい文字等が見えにくい場合には、拡大読書器や遠用・近用などの各種
の弱視レンズなどの視覚補助具を効果的に活用する。  
実験や観察を行うに当たって、明るさの変化を音の変化に変える感光器を
用いるなど視覚情報を聴覚や触覚で代行する機器を活用できるように指導
する。  

聴覚障害  ・  聴覚の補助手段としての補聴器等や代行手段としての視覚について、それ
らの特徴や機能を的確に理解し、障害の状態等に応じた活用ができるよう
指導する。特に、言葉を受容するための視覚的な手段としては、読話、手
話、指文字、キュード・スピーチ等がある。このほか、音声情報を文字で
表示する機器、時刻を光や振動で知らせる機器等の代行手段がある。  

 
 
(4) 感覚を統合的に活用した周囲の状況の把握に関すること 

 
いろいろな感覚器官やその補助及び代行手段を総合的に活用して、情報を収集したり、

環境の状況を把握したりして、的確な判断や行動ができるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  白杖 を 用い て一 人 で 市
街を 歩 くこ とが で き な
い。  

・  頭の中の地図に描いた出発点から目的地まで
の道順に照らし、白杖や足下からの情報、周囲
の音、太陽の位置などの情報を総合的に活用し
て自分の位置と周囲の状況を把握し、的確に判
断して行動できるように指導する。  

聴覚障害  ・  補聴 器 等を 通し て 得 ら
れた情報だけでは、周囲
の状 況 やそ の変 化 を 十
分に 把 握す るこ と が 困
難である。  

・  周囲の状況や相手の言葉を理解する際には、感
覚を総合的に活用して情報を収集するととも
に、状況の推移や今後の展開、相手の気持ちを
推察しながら理解できるように指導する。  

 
 
(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること 

 
ものの機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念の形成を図ること

によって、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  視覚による情報入手が
困難なことから、実体や
具体的経験を伴わずに
言葉のやりとりのみで
概念を形成させてしま
う傾向が見られる。  

・  
 
 
 
・  

触覚によって、対象物の形や大きさ、手触り、
構造、機能等を観察したり、教室、建物、市街
などの地理的な関係を理解したりするよう指
導する。  
幼児児童生徒が、いろいろなものの的確なイメ
ージや概念をもつことができるように、教材・
教具等の工夫や環境の設定に配慮する。  

肢体不自  
由  

・  身体の動きの不自由さ
から、自分の身体の状況
や空間における自分と
ものとの位置関係の理
解が困難である。  

・  自分の姿勢と対象の位置関係を意識させ、言葉
と結び付けながら空間に関する概念（上下、左
右、前後、高低、遠近等）の形成を図る。  

ＬＤ  ・  左右の概念の理解が困
難で、左右の概念を含ん
だ指示や説明が理解で
きず、学習を円滑に進め
ることができない。  

・  様々な場面で、見たり触ったりする体験的な活
動と「左」や「右｣という位置や方向を示す言
葉を関連付けながら基礎的な概念の形成を図
る。  
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Ⅴ  身体の動き 

 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

 

日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、

関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化などを図る。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

筋ジスト  

ロフィー  

・  病気の進行により筋力

の低下が見られる。  

・  筋力の維持を図る運動を行う。  

視覚障害  ・  身体の動きを視覚的に

模 倣 し て 基 本 的 な 運

動・動作を習得すること

が困難である。  

・  姿勢や身体の動きについて、教師の身体や模型

に直接触らせて確認させた後、児童生徒が自分

の身体を使って、その姿勢や動きを繰り返し学

習するよう指導する。  

ＡＤＨＤ  ・  常に身体を動かし、気付

かない間に座位や立位

の姿勢が崩れ、活動が継

続できなくなる。  

・  身体を動かすことに関する指導だけでなく、姿

勢を整えやすい机やいすを使用することや、姿

勢保持のチェックポイントを自分で確認でき

るような指導を行う。  

 

 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること 

 

様々な補助用具等の補助的手段を活用して、姿勢の保持や各種の運動・動作ができるよ

うにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

肢体不自  

由  

・  姿勢の保持や各種の運

動・動作に際して、補助

用具を必要とする。  

・  用途や目的に応じて適切な補助用具を選び、十

分使いこなせるように指導する。発達の段階を

考慮しながら、補助用具のセッティングや収納

の仕方を身に付けたり、自分に合うように調整

したりすることを指導する。  

 ・  車いすの使用が度重な

ることにより、立位を保

持する能力が低下して

いる。  

・  補助用具の使用の仕方を工夫し、身体の動きの

維持や習得を妨げないように留意する。  

重度の障  

害  

 

重複障害  

・  自分で自由に姿勢を変

えたり、座位や立位を保

持したりすることが困

難である。  

・  

 

 

・  

 

 

 

 

・  

寝たきりの状態が続く場合は、補助用具を活用

するなどして、いろいろな姿勢をとるようにす

る。  

座位をとることが可能な場合は、骨盤を安定さ

せる装置や体幹を支えるベルト付きのいすを

活用する。また、その際には、頭を上げる、背

筋を伸ばすなど自分の身体を操作して座位を

保つことを指導する。  

身体を起こした状態を維持するためには、教

材・教具や環境の設定を工夫して、視覚や触覚

を積極的に活用できるようにする。  
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(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること 

 

食事、排泄、衣服の着脱、洗面、入浴などの身辺処理及び書字、描画等の学習のための

動作などの基本動作を身に付けることができるようにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

肢体不自  

由  

・  運 動 ･動 作 が 極 め て 困

難である。  

・  介助を受けやすい姿勢や手足の動かし方を身

に付けることを目標として指導を行う。  

知的障害  ・  細かな手指の動作が困

難なため衣服の着脱や

食 事 な ど が 困 難 で あ

る。  

・  

 

・  

使いやすい用具等を用いながら、手元をよく見

るように指導する。  

注意が他に向いてしまい衣服の着脱等に集中

させて取り組むことが難しい場合には、環境を

整えて情緒の安定を図ったり、注目させたい部

分を視覚でとらえやすいように色を変えたり

するなどの工夫を行う。  

備考  ・  日常生活に必要な基本動作を身に付けるには、姿勢保持、移動、上肢の諸

動作が習得されていることが必要であり、座位、立位を保持しながら、上

肢を十分に動かすことができることがその基礎になる。  

 

 

(4) 身体の移動能力に関すること 

 

自力での身体移動や歩行、歩行器や車いすによる移動など、日常生活に必要な移動能力

の向上を図る。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  一人で安全に目的地ま

で移動することが困難

である。  

・  

 

 

 

 

・  

基本的な歩行技術の習得や援助を依頼する方

法を身に付け、白杖を有効に活用して一人で安

全に目的地まで行けように指導する。校内や室

内の歩行においては、伝い歩きや介助歩行など

も適切に行えるよう指導する。  

弱視の場合は、白杖だけでなく保有する視覚を

活用したり視覚補助具を適切に使ったりでき

るよう指導する。  

心臓疾患  ・  心臓に負担がかかるこ

とから歩行による移動

が制限される。  

・  医師の指導を踏まえ、病気の状態や移動距離、

活動内容によって、歩行器や電動車いすなどの

適切な移動手段を選択し、心臓に過度の負担を

かけることなく移動の範囲が維持できるよう

指導する。  

肢体不自  

由  

・  運 動 ･動 作 が 極 め て 困

難である。  

・  

 

・  

寝返りや腹這いによる移動だけでなく、基本動

作すべての改善及び習得を目指す。  

姿勢保持や上下肢の基本動作の指導経過を踏

まえて、適切な移動の方法を選択する。  

・  一人で車いすを利用し

て目的地まで移動する

ことが困難である｡ 

・  

 

・  

 

 

・  

車いすの操作に慣れるとともに、目的地まで操

作し続けるための体力を付けるようにする。  

目的地までの距離や段差の状況を調べ、一人で

行けるかどうかを判断し、必要に応じて援助者

を捜すことができるようにする。  

外出先で、周囲の人に質問をしたり、依頼をし

たりするコミュニケーションについても指導

する。  
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(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

 

作業に必要な基本動作を習得し、その巧緻性や持続性の向上を図るとともに、作業を円

滑に遂行する能力を高める。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

肢体不自  

由  

・  作業に必要な基本動作

が習得されておらず、

作業を円滑に遂行する

ことができない。  

・  

 

・  

 

・  

室内ゲームや戸外のスポーツの種目を通して、

粗大運動での機敏さや持続性の向上を図る。  

各種の作品を制作する活動を通して、微細運動

での正確さや速さの向上を促す。  

単純な作業やゲームなどを繰り返して行うこ

とを通して、速さや持続性を養う。  

ＡＤＨＤ  ・  一連の作業において最

後まで注意の集中が続

かない。  

・  作業工程を分割し、一つ一つの工程に短時間集

中することから始めて、徐々に作業に集中でき

る時間を長くする。  

自閉症  ・  手足を協調させて動か

すことや微細な運動を

す る こ と が 困 難 で あ

る。  

・  

 

・  

目的に即して意図的に身体を動かすことを指

導する。  

手足の簡単な動きから始めて、段階的に高度な

動きを指導する。  

 ・  自分のやり方にこだわ

りがあり作業に必要な

巧 緻 性 が 育 っ て い な

い。  

・  一つの作業について、いろいろな方法を経験さ

せて、作業のやり方へのこだわりを和らげる。 

 ・  他者の意図を適切に理

解できなかったり、一

つの情報に注意を集中

してしまったりするた

め、教師が示す手本を

模倣しようとする気持

ちがもてず、作業に必

要な巧緻性が育ってい

ない。  

・  児童生徒と教師との良好な人間関係を形成し、

児童生徒が主体的に教師の示す手本を模倣し

ようとする気持ちを育てる。  
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Ⅵ  コミュニケーション 
 
(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること 

 
障害の種類や程度、興味・関心等に応じて、表情や身振り、各種の機器などを用いて意

思のやりとりが行えるようにするなど、コミュニケーションに必要な基礎的な能力を身に
付けられるようにする。 

 
障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

重度の障  
害  

 
重複障害  

・  話し言葉によるコミュ
ニ ケ ー シ ョ ン が 難 し
い。  

・  周囲の者が、児童生徒の表情や身振り、しぐさ
などを細かく観察することにより、その意図を
理解し、双方向のコミュニケーションが成立す
ることを目指す。  

聴覚障害  ・  聴覚や音声を活用した
意思の相互伝達が成立
しにくいため、相手と
かかわろうとする態度
が育っていない。  

・  児童生徒の発達の段階に応じて、相手を注視す
る態度や構えを身に付けたり、自然な身振りで
表現したり声を出したりして相手とかかわる
ことができるようにする。  

自閉症  ・  
 
 
 
 

・  

持ち主の了解を得ない
で物を使ったり、相手
が使っている物を無理
に手に入れようとした
りする。  
他の人の手を取って、
その人に自分が欲しい
物を取ってもらおうと
する。  

・  周囲の者が、それらの行動は意思や要求を伝達
しようとした行為であると理解するとともに、
できるだけ望ましい方法で意思や要求などが
伝わる経験を積み重ねるよう指導する。  

知的障害  ・  発声や指差し、身振り
やしぐさなどをコミュ
ニュケーション手段と
して適切に活用できな
い。  

・  欲しいものを要求する場面で、ふさわしい身振
りを指導したり、発声を要求の表現となるよう
意味付けたりするなど、児童生徒の様々な行動
をコミュニケーション手段として活用できる
ようにする。  

 
 
(2) 言語の受容と表出に関すること 

 
話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を受け止めたり、自分の考えを伝

えたりするなど、言語を受容し表出することができるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 
脳性まひ  ・  言語障害を伴うことが

あり、内言語や言葉の
理解に困難はないが、
話し言葉が不明瞭であ
ったり、言葉を伝える
のに時間がかかったり
する。  

・  発語機能の改善を図るとともに、文字の使用や
補助的手段の活用を検討して意思の表出を促
す。  

聴覚障害  ・  視覚と保有する聴覚だ
けでは、言葉の意味を
獲 得 す る こ と が 難 し
い。  

・  言葉を構成している音節や音韻の構造、文字に
関する知識を用いながら、言葉が使われている
状況と一致させて、その意味を相手に伝えてい
く。  

構音障害  ・  発声･発語器官（口腔器
官）の微細な動きを調
整する力が低く ､正し
い 発 音 の 習 得 が 難 し
い。  

・  
 

・  

音を弁別したり、自分の発音をフィードバック
したりする力を身に付けさせる。  
構音運動を調整する力を高めるなどして正し
い発音を定着させ、発音の明瞭度を上げるよう
にする。  

自閉症  ・  他者の意図を理解した
り、自分の考えを相手
に正しく伝えたりする
ことが難しい。  

・  まず、話す人の方向を見たり、話を聞く態度を
形成したりする。次に、正確に他者とやりとり
するために、絵や写真などの視覚的な手掛かり
を活用しながら相手の話を聞くことや、絵や記
号を示したボタンを押すと音声が出る機器な
どを活用して自分の話したいことを相手に伝
えることを指導する。  
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(3) 言語の形成と活用に関すること 
 
コミュニケーションを通して、事物や現象、自己の行動等に対応した言語の概念の形

成を図り、体系的な言語を身に付けられるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 
重度の障  
害  

・  話し言葉を用いること
ができず限られた音声
しか出せない。  

・  掛け声や擬音・擬声語、身振り等を遊びや学習、
生活の中に取り入れ、自発的な発声・発語、身
振り等を促す。  

聴覚障害  ・  
 
 
・  

経験（行動）と言葉を
結びつけることが困難
になりやすい。  
発達の段階等に応じて
は、抽象的な言葉の理
解が課題となる。  

・  
 

・  

幼児児童生徒の主体性を尊重しながら、経験
（行動）と言葉を結びつけ、概念の形成を図る。 
話し言葉や書き言葉、指文字や手話を活用する
などして、言語の受容・表出を的確に行い、併
せて言葉の意味理解を深める。さらに、文法等
に即した表現を促し、体系的な言語の習得を図
り、適切に活用できるようにする。  

視覚障害  ・  音声言語のやりとりの
みで概念が成立しやす
く、事物や現象及び動
作と対応した確かなイ
メージに裏付けられた
言葉として獲得するこ
とに困難がある。  

・  教材・教具に工夫を加えるとともに、触覚や聴
覚、保有する視覚を適切に活用して、言葉の意
味を正しく理解し、活用することができるよう
指導する。  

ＬＤ  ・  文字や文章を読んで理
解することが困難であ
る。  

・  聞いて理解する力を伸ばしつつ、読んで理解す
る力の形成も図る。その際、コンピュータのデ
ィスプレイに表示された文章が音声で読み上
げられると同時に、読み上げられた箇所の文字
の色が変わっていくようなソフトウェアを使
って読むことを繰り返し指導する。  

言語発達  
の遅れ  

・  乳幼児期のコミュニケ
ーションが十分に行わ
れ な か っ た こ と に よ
り、言語発達に遅れが
ある。  

・  
 
 
 
 
・  

良好な人間関係を形成し、コミュニケーション
が円滑に行われるようにした上で、児童の興
味・関心をもっている事柄を利用して、言葉遊
びを行ったり、作業や体験的な活動を取り入れ
たりする。  
生活経験の記憶、言語化、関連付けを行い、語
彙の習得や上位概念、属性、関連語等の言語概
念の形成を図る。  

 
 
(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 

 
話し言葉や各種の文字・記号、機器等のコミュニケーション手段を適切に選択・活用し、

コミュニケーションが円滑にできるようにする。 
 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 
言語障害  ・  音声言語の表出は困難

であるが ､文字言語の
理解はできる。  

・  筆談、文字板、ボタンを押すと音声が出る機器、
コンピュータ等を使って自分の意思を表出す
る指導を行う。  

肢体不自  
由  

・  音声言語の表出が困難
で、上肢の運動・動作
も困難である。  

・  下肢や舌、顎の先端等で機器を操作できるよう
工夫する。  

進行性の  
疾患  

・  運動機能が徐々に低下
し、音声言語の表出や
上肢による機器の操作
が困難になる。  

・  現在の状況だけで判断することなく、将来必要
となるコミュニケーション手段も視野に入れ
て指導を工夫する。  

視覚障害  ・  普通の文字を視覚でと
らえ理解することが難
しい。  

・  
 
 
 

・  

点字キーボードや点字ディスプレイによる入出
力、拡大文字によるディスプレイ上での編集な
ど、コンピュータを操作する技能の習得を図る。 
普通の文字と点字とを相互変換したり、コンピ
ュータの表示内容を音声で読み上げる機能を
使ったりして、文書処理ができるようにする。 

聴覚障害  ・  話し言葉での円滑なコ
ミュニケーションが難
しい。  

・  聴覚障害の補助手段としての補聴器や人工内
耳等、代行手段としての読話やキュード・スピ
ーチ、指文字、手話等のコミュニケーション手
段の適切な選択・活用に努め、円滑なコミュニ
ケーションが行えるようにする。  
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(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること 

 

場や相手の状況に応じて、主体的なコミュニケーションを展開できるようにする。 

 

障害等 具体的な状況 指導内容と留意点 

視覚障害  ・  場に応じた話題の選択

や、部屋の広さや状況

に応じた声の大きさの

調節、話し方などに課

題がある。  

・  相手の声や話の内容を注意深く聞くことによ

って、年齢などを推測して会話の糸口を見つけ

たり、部屋の広さや相手の状況を判断して相手

との距離に応じた声の出し方を調整したりす

るよう指導する。  

ＬＤ  ・  話の内容を記憶して前

後関係を比較したり類

推したりすることが困

難なため、会話の内容

や状況に応じた受け答

えをすることができな

い。  

・  自分で内容をまとめながら聞く能力を高める

とともに、分からないときに聞き返す方法や相

手の表情にも注目する態度を身に付けるなど、

状況に応じたコミュニケーションが展開でき

るようにする。  

選択性か  

ん黙  

・  家庭では普通の会話が

できるものの、学校の

友達とは話すことがで

きない。  

・  

 

・  

 

 

 

・  

 

気持ちを安定させ、安心できる状況作りや信頼

感のある人間関係作りをする。  

幼児児童生徒が興味・関心のある事柄につい

て、共感しながら一緒に活動したり、日記や作

文などを通して気持ちや意思を交換したりす

る機会を多くする。  

状況に応じて、筆談などの話し言葉以外のコミ

ュニケーション手段を活用する。  
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言 語 障 害 の 指 導 内 容（例） 

 国立特別支援教育総合研究所Ｗｅｂページを参考に作成  

 

構音障害の指導  

発
語
器
官
の
運
動
機
能
の
向
上 

○舌の挙上  

○舌先の口角付着  

○口唇の狭めや閉鎖  

 ウエファー・米菓子などの食品を、舌先を使って操作す

るなど、タ行音、サ行音、ナ行音等の構音の操作で必要な

舌先の使い方の向上  

 唇でスイカの種などをはさみ、遠くに飛ばすなど、パ行

やバ行音等の構音の操作で必要な上下の唇を合わせて閉

鎖を作り破裂させる動作の向上 

 机の上に置いたピンポン球を吹いて動かすなど、構音に

必要な呼気圧のコントロールの向上  

音
の
聴
覚
的
な
認
知
力
の
向
上 

○誤った音と正しい音  

 の違いの弁別  

○音と音の比較・照合  

○音の記憶や再生  

 教師が、単語や文を示し、その中に、目的となる音があ

れば、手を挙げ指摘するなど、単語や文の中から、指導の

目的となる特定の音を聞き出す。 

 教師が、正しい音と誤った音を含む２つの単音や単語を

示し、その音が同じか異なるかを指摘させるなど、単音や

単語等で、正しい音と誤った音の違いを比較し、判断する。 

 教師が正しい音と誤った音を含む２つの単音や単語を

示し、その音が正しい音か、誤っている音かを指摘させる

など、単音や単語等で、目的となる音を聞き、正しい音か

誤った音かを判断する。 

構
音
の
指
導 

○正しい構音の仕方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ス」の音を出す前に、舌先を軽く歯茎部に押し当て息

を閉鎖し、その後、破裂させることで、結果として「ツ」

の音が導くなど、構音可能な音から誘導する。 

 「ラ」の音を導くために、舌先を歯茎部で弾く動作を教

示し、模倣させるなど、構音器官の位置や動きを指示して、

正しい構音運動を習得させる。 

 「か」の音が誤って発音される場合、口を開いて「ン」

の音を、続けて「ア」の音を発音させることで、「ンガ」

の音を作り、「ンガ」の音を速く発音することで鼻濁音の

「ガ」が導いた後、構音する場所が理解できたら「ガ」を

導き、「ガ」の音から無声音の「カ」を導くなど、結果的

に正しい構音の仕方になる運動を用いる。  

 正しい音を繰り返し聞かせて、それを模倣させ、聴覚的

弁別力等の音の聴覚的認知力を高める。  
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吃 音 の 指 導 

言
語
症
状
へ
の
指
導 

 自由な雰囲気で

楽に話すことを体

験させる。 

 自分の言いたいことを楽に話せた、分かってもらえたという満足

感をたくさん味わわせる。 

 話し方に注意を向けるのではなく、話す内容に注意を向け、話し

たいことを話す。 

 児童生徒の好きな遊びなどを通して、指導者とのかかわりの中で

主体的な発話を促す。 

 日々の日常生活の中での様々な出来事やその時の思いなど、児童

生徒が何でも話せるような状況を作る。 

 流暢に話せたと

いう自信を体験さ

せる。 

 国語教材などを一緒に読む。 

 リズムを付けて読む。 

 速度を変えて読む。 

 変わった読み方をする。（例えば、お経読み、ロボット読み等） 

 ゆっくり話す。（例えば、おばあさんに話しかけるように等） 

 苦しい話し方（難

発）を楽な話し方

（連発、伸発）に変

える。 

 楽にどもることで、苦しい吃音症状が現れるのを防止する。 

 吃音のない普通の話し方、連発などの軽い吃音を含む楽な話し方、

難発を含む重い話し方の３種類の話し方を提示し、吃音に楽な話し

方と苦しい話し方があることを理解させた後、単語をわざと楽に吃

る練習を行い、実際に、難発や強い予期不安が生じた時に利用でき

るようにする。 

 苦しい話し方（難

発）の状態から抜け

出す。 

 最初の音を引き伸ばして発音する方法や、口の構えを一度解消し

て始めからやり直すという方法、息を少しずつ出すようにして発音

する方法など、難発の状態からの脱出法を習得する。 

 苦手な語や場面

に対する緊張を解

消する。 

 不安や恐怖を抱いている特定の語や場面を設定し、繰り返し練習

する、緊張の低い場面から高い場面へと段階的に練習する等、苦手

な語や場面に対して自信を得るようにする。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
指
導 

 相手に伝えたい、

分かってほしいと

いう意欲・気持ち、

相手の言いたいこ

とや思いを理解し

たいという気持ち

を育てる。 

会話を十分楽しむこと、人の話の内容に耳を傾けること、どもっ

ても言いたいことを伝え、コミュニケーションは流暢に話さなけれ

ば成立しないものではなく、相互の関係や意欲、気持ちが大切であ

ることを理解させる。 

演劇、詩の朗読、様々な声や話し方による会話・音読、実況アナ

ウンス等の取組などにより、どもらないように話すのではなく、ど

もってもより伝わる工夫、生きたおもしろい表現の工夫をする。 

心
理
面
に
関
す
る
指
導 

 児童生徒が吃音

とうまく向き合う、

付き合うなど、自己

肯定観を育てる。 

 教師が吃音を否定せず、児童生徒のありのままを認め、どもるこ

とは悪いことではないことを伝える。 

 教師と児童生徒の間で吃音の話をする、吃音の話ができる雰囲気

を作る。 

 吃音による具体的な場面での悩み、困っていることに対して、児

童生徒と教師が一緒に対策を考える。 
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吃 音 の 指 導 

心
理
面
に
関
す
る
指
導 

 児童生徒が吃音

とうまく向き合う、

付き合うなど、自己

肯定観を育てる。 

 吃音に関する本、話し方に関するゲーム、吃音の子どもが登場す

る物語などを利用して、児童生徒が自己の吃音をうまくとらえ、向

き合えるよう支援する。 

 他の吃音のある児童生徒と共通の指導の場を設定するなどして、

同じ悩みをもつ仲間と出会い、語ることにより、自信や勇気ととも

に、将来に向けて支え合っていく仲間を得ることにつなげる。 

児童生徒が得意なことを見付け、それを伸ばす。 

 

 

言語発達の遅れの指導 

言
語
機
能
の
基
礎
的
事
項
の
発
達
を
支
え
る
指
導 

 コ ミ ュ ニ ケ －

ション態度・意欲

の育成・向上を図

る。 

 日々の学習活動の中に、やりとりそのものを課題とした学習

課題や学習場面を設定する。  

 遊びや生活体験的な活動や教師との話し合い活動、児童生徒

の興味・関心に基づく学習課題を設定し、やりとりを活発にす

る。 

 工作・粘土・自由画等の製作的な活動、ボール遊び等の体育

的な遊び、キャラクター人形等を使った遊び等を通して、やり

とりを楽しく行うとともに、自己表現力を高めるようにする。 

 経験した事柄等を基に、事物の名称や状況の説明の仕方、事

物と事物の関係を表す言葉を表現できるようにする。  

 実際に経験したことを絵や写真などを手掛かりに順序立て

て説明したり、キャラクター人形やおもちゃなどを使ってスト

ーリーを作ったり、やりとりを行ったりする。  

 言 語 活 動 の 楽

しさを学ぶ。 

 仲間と遊ぶ活動を行ったり、設定場面でスピーチや感想など

を発表する機会を設けたりして、言葉や文字を使ってやりとり

をしたり、活動する楽しさを学ばせたりする。  

 学習発表会等での活動、ビデオカメラを活用した番組作り活

動等において、児童生徒が興味・関心のある事柄を友達や保護

者などに紹介する。  

 絵日記を書いたり、書いた絵日記の内容を話題にして教師と

話し合ったりする。  

教師との日記や手紙の交換、新聞作りや調べ学習などの活動

を行う。  

ワープロやお絵かきソフト、電子メールなどコンピューター

を活用した活動を行う。 
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言語発達の遅れの指導 

言
語
機
能
の
基
礎
的
事
項
を
整
理
・
拡
充
を
図
る
指
導 

 語 彙 や 文 を 構

成 す る な ど の 基

礎 的 な 力 の 拡 充

を図る。 

 絵や文字を使って、知っている言葉を確かめながら、同じ仲

間となる言葉を集めたり、内包する属性・上位の概念・下位概

念について考えたり、その言葉を探したりする。  

 「ことば絵じてん」を作成したり、「なぞなぞ」や「クイズ」

を考えたりすることなどの学習活動を行い、同じ音で始まる言

葉を集めたり、言葉相互のつながりを整理したりする。  

 帽子をかぶっている絵を見て状況を理解し、動作化しながら

「ぼうし○かぶる」の助詞について指導するなど、抽象的な言

葉や助詞（格助詞・接続助詞）等の使い方を学習する。  

 「ので、から、のに、けれど」等を正しく使えるように、因

果関係の理解や関係性の理解を高める指導を行う。  

 絵や写真を時系列に並べたり、途中の絵が抜けている場面に

ついて考えたりする。  

 前後の状況を考え、場面を理解して正しい文章で説明できる

ようする。  

 話す、聞く、読

む、書くなどの言

語 ス キ ル の 向 上

を図る。 

 言葉と具体物や絵カード、実際の体験などを照合させて、話

したり、書いたりする活動を行う。  

 ２～３枚の人物・動作・もの・季節などの絵をもとにその状

況を考えて話を作ったり、場面を説明したり、文を書いたりす

る。 

 起承転結のある絵や「何をして、どう感じたか」等に沿って

その内容を簡潔に話させたり、文章に書かせたりする。  

 トラブルの場面のシミュレーションを行い、相手の気持ちや

その対応について考える。  

 書くことが苦手な児童生徒には、マス目のノートを用意し、

左から右へ書くなどの文字表記のコツや留意点を指導する。  
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自閉症のある児童生徒の自立活動の指導（例） 

  国立特別支援教育総合研究所研究報告書(H22.3) 
 「自閉症スペクトラム障害のある児童生徒に対する効果的な指導内容・方法に関する実際的研究－小・中学校における特別支援学級を中心に－」より 

 

自立活動の区分・項目 指 導 内 容 例 

１ 

健 

康 

の 

保 

持 

(1)生活のリズム

や生活習慣の形成

に関すること 

 偏食や決まった服

しか着ないなど、特

定のものや行動に対

する強いこだわりに

対する指導 

 人や時間、場所、食物などに強いこだわりを示す

児童生徒に、給食指導では偏食指導や機会利用型の

指導を行う。 

 さらに、自立活動の時間における指導を特設する

などして、こだわりが起きやすいような場面や状況

を設定し、適切な言動がとれるよう意図的な指導も

行う。 

(4)健康の状態の

維持・改善に関す

ること 

 運動量の不足や食

生活の偏り等の要因

による、肥満や体力

低下等に対する指導 

 肥満傾向であり運動不足であるため、体育の授業

だけでは解消されないと考えられる児童生徒に、運

動不足の解消をねらいとする指導を体育と重ねて実

施する。 

２ 

心 

理 

的 

な 

安 

定 

(1)情緒の安定に

関すること 

 安心できる場や気

持ちの安定につなが

る活動を設定して、

情緒の安定を図るこ

とに対する指導 

 活動の見通しがもてないことから生まれる不安感

や、音の過敏性から起きるパニック、こだわりを維

持できない状況で泣き出すなどの言動を示す児童生

徒に、必要な状況でクールダウンエリアの活用をす

るなど、機会利用型の指導を行うとともに、一日の

生活や各授業時間での見通しをもたせるための手立

ての活用、自立活動の時間における指導などを通し

て情緒の安定に関する指導を実施する。 

(2)状況の理解と

変化への対応に関

すること 

 急なスケジュール

の変更等に伴い混乱

したり、不安感を抱

いたりすることなど

に対する指導 

 スケジュールや時間の変更によるパニックへの対

応はもちろん、不安感を抱くといった点に指導の重

点をおくとともに、学習指導要領解説における例示

のように、スケジュール表の確認、日程や時間の変

更に対する早めの予告、情報を理解するための手立

てなどの工夫を行う。 

 

３ 

人 

間 

関 

係 

の 

形 

成 

 

 (1)他者とのかか

わりの基礎に関す

ること 

 直接関与する人と

の個別的なかかわり

や教材等を介して、

人とのかかわりを広

げていくことに対す

る指導 

 一部の人との関係が形成できても対人関係が広が

らない、あるいは、同年齢の児童生徒とのかかわり

が少ないといった背景要因として、適切なコミュニ

ケーションスキルの未獲得、人に対する興味関心の

弱さ、人見知りをするなど人に対する不安感の強さ

などを示す児童生徒に、体育（保健体育）や自立活

動の時間における指導でソーシャルスキルトレーニ

ングを行い、機会利用型指導としては、学校生活全

体を通じ、適時に効果的に対応する。 
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自立活動の区分・項目 指 導 内 容 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３

人

間

関

係

の

形

成 

 

(2)他者の意図や

感情の理解に関す

ること 

 適切な規模の集団

を設定し協同活動を

取り入れる中で、他

者の意図や相手の感

情を類推する指導 

 状況把握が苦手であることや、他者の意図が読み

取れないために起きる様々なトラブル、自分の考え

に固執することで相手の気持ちや考えを拒否するな

どを示す児童生徒に、国語科などの教科指導や生活

全般において、状況把握や心情理解のための手がか

りを学ぶ学習を行ったり、自立活動の時間における

指導を特設し、ゲームや運動課題を通じて、相手の

状況や感情を理解する指導を行う。 

(3)自己の理解と

行動の調整に関す

ること 

 ソーシャルスキル

トレーニング等の方

法を活用して、具体

的な場面を想定・設

定し、人との適切な

対応の仕方等を身に

つけていくことに対

する指導 

 ルールのある活動の困難さ、欲求のコントロール

の難しさ、対人関係に関するスキルの獲得が十分で

ない状況を示す児童生徒には、適切な対人関係をつ

くるために、自立活動の「他者の意図や感情の理解

に関すること」とともに、自分の言動を振り返り柔

軟に言動を修正していくスキルも重要である。 

 その学習として、自立活動の時間における指導の

特設などにより、ゲームや運動課題を通して、自己

欲求のコントロールの方法や、状況に応じた適切な

言動の在り方を指導する。 

(3)自己の理解と

行動の調整に関す

ること 

 自らの状態や行動

の結果を理解し、よ

り適切な行動を形成

するための指導 

 自分の思いだけで行動する、実際の行動を第三者

的に振り返ることが難しい、自己や行動を肯定的に

評価できない児童生徒に、教科指導や学校生活全般

を通して、あるいは自立活動の時間における指導の

特設によって、相手の思いをコミック会話で学び、

同じ場面で同様の言動ができるような指導、運動課

題等を通しての言動を振り返る指導、客観的な評価

を教師が一緒に行って自信を付与する指導などを行

う。 

(4)集団への参加

の基礎に関するこ

と 

 活動の中の役割を

理解して主体的に取

り組めることに対す

る指導 

 言語による指示理解の難しさから集団活動が困難

であったり、興味の有無によって、活動への参加意

欲が異なることが課題となっている児童生徒に、ペ

ア学習の活用、手順のモデル提示、状況把握のため

の支援、ルールの順守や理解などの指導を行う。 

４ 

環 

境 

の 

把 

握 

(2)感覚や認知の

特性への対応に関

すること 

 特定の刺激によっ

て引き起こされる行

動に対し、自らがよ

り適切な行動に調整

するための指導 

 感覚の問題と特有の認知特性が関与しており、具

体的には感覚過敏やそのことへの不安、状況把握や

心情理解の困難さから起きる言動などを示す児童生

徒に、不快な刺激を遠ざける指導や配慮、見通しが

もてる視覚的情報の提示、自立活動の時間における

指導を特設して、多くの情報から必要な情報を選択

し総合的に思考する指導などを行う。 
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自立活動の区分・項目 指 導 内 容 例 

４

環

境

の

把

握 

(2)感覚や認知の

特性への対応に関

すること 

 本人の得意・不得

意な認知スタイルを

理解した上で、得意

とする方法を取り入

れるための指導 

 刺激の過剰選択性、形の構成認知、視覚情報優位

と聴覚情報の弱さなどを示す児童生徒に、学校生活

全般において、絵や文字カード等の視覚情報を活用

しながら、情報の受容や伝達に関するスキルの指導

を行う。 

５ 

身 

体 

の 

動 

き 

(5)作業に必要な

動作と円滑な遂行

に関すること 

 姿勢保持の困難さ

や粗大運動のぎこち

なさ等に対する指導 

 姿勢の維持が難しい、体全体の動きがぎこちない、

バランスをとるのが難しい、手先の不器用さ、手指

による細かな作業が苦手な児童生徒に、体育や音楽

等の教科指導とともに、自立活動の時間における指

導などにおいて、ゲームや運動課題、作業課題を通

して指導を行う。 

 手足の協調運動

や、目と手の協応動

作、巧緻性、正確さ

等作業に必要な微細

な動作に対する指導 

６
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

(1)コミュニケー

ションの基礎的能

力に関すること 

 一般的でないコミ

ュニケーション手段

を理解するとともに

より適切なコミュニ

ケーション方法を獲

得するための指導 

 表現語彙が少ないことや、意思の伝達方法が確立

されていない等の児童生徒に、学校生活全般におい

て、教師が本人の意思を言語化する、教師が児童の

言動を読み取って理解する、二者択一等の方法で実

物やカードから要求内容を選択するなどの指導を行

う。 

(2)言語の受容と

表出に関すること 

 コミュニケーショ

ンに必要なスキル

（例えば話す姿勢や

基本的なルール等）

の獲得に関する指導 

 会話やコミュニケーションが一方的である、状況

に応じた適切な言動が難しい、相手に着目するなど

聞く姿勢が難しい、人とのかかわり方が分からない

などを示す児童生徒に、自立活動の時間における指

導を特設するなどして、会話のルール指導や適切な

コミュニケーションスキルの獲得に関する指導、会

話から必要な情報を得て整理する指導を行う。 

(4)コミュニケー

ション手段の選択

と活用に関するこ

と 

 の実態に応じて話

し言葉以外のコミュ

ニケーション手段を

活用し、他者の意図

を理解したり、自分

の考えを伝えたりで

きるようにする指導 

 自らコミュニケーションをとろうとする意欲が乏

しいなど、コミュニケーションスキルの獲得が十分

でないことが背景要因にある児童生徒に、学校生活

全般において、言語と併用しながら絵カードや写真

カードを利用して、コミュニケーションへの意欲を

促す指導を行う。 

(5)状況に応じた

コミュニケーショ

ンに関すること 

 場や相手の状況を

理解するためのコミ

ュニケーションスキ

ルの獲得に関する指

導 

 自分の好きな話題をずっと話す、場や相手の状況

が把握できないなどの児童生徒に、自立活動の時間

における指導の特設や、学校生活全般を通して、文

脈を理解する指導や、状況に応じた適切な言動のあ

り方を指導する。 
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通級による指導の指導内容（例）  

文部科学省編著「改訂版  通級による指導の手引  解説とＱ＆Ａ」 (H19.1)を参考に作成  
 

 自立活動の指導内容例 教科の内容を補充するための指導内容例 

言 

語 

障 

害 

○構音の改善にかかわる指導  

・正しい音の認知や模倣  

・構音器官の運動の調整  

・発音・発語の指導  

○話し言葉の流ちょう性を改善す

る指導  

・遊びの指導  

・劇指導  

・斉読法  

○言語機能の基礎的事項に関する

指導  

○話すことの意欲を高める指導  

○カウンセリング  

○国語  

・教科書の文章の音読に関し、的確な発音で、かつ

スムーズに行うことができるようにする。  

・教科書の文章をもとに、感想や意見、質問をまと

めて話せるようにする。  

○社会（又は生活）  

・社会（生活）科の授業の中で、実際に作業したり、

体験したりしたことをまとめて発表する際に、要

領よくかつ適切に話せるようにする。 

○音楽  

・歌唱に関し、的確な発音で、かつスムーズに行う

ことができるように自信をもたせる。  

難 

 

 

聴 

○保有する聴力の活用を優先した

指導  

・補聴器を適切に装用する指導  

・聴く態度の育成、聞き取りの練

習、音声の聴取及び弁別の指導  

○言語指導  

・日常の話し言葉の指導  

・語いの拡充のための指導  

・言語概念の形成を図る指導  

・日記等の書き言葉の指導  

○国語  

・新出語句の意味・用法を児童生徒の言語力に応じ

て、的確に理解させ、定着させる。  

・文章の音読に関し、発音に留意しながらできるだ

け正確に読めるようにする。 

○算数（数学）  

・文章題について、絵や具体物を活用するなどの工

夫を行い、場面や立式の理解を図る。 

○音楽  

・歌唱、楽器の演奏に関して、補聴器を活用しなが

ら、より適切に行うことができるようにする。 

自 

閉 

症 

○基本的生活習慣の指導  

○情緒の安定、社会適応力の指導  

（遊び、対人関係、コミュニケー

ション、こだわりに関する内容）  

○人間関係の形成  

（他者とのかかわりの基礎等） 

○認知能力の育成 

（色、形の弁別、多少、大小の比

較、空間関係等）  

○感覚機能、運動機能の育成 

（手指の巧緻性、協応動作）  

○国語（英語）  

・文字の読み書き、文章の内容の理解を図る。  

○音楽  

・リコーダーなどの楽器の演奏がスムーズにできる

ようにする。 

○体育（保健体育）  

・なわとびなどの体全体のバランスやリズムを要す

る運動がスムーズにできるようにする。 

情

緒

障

害 

○基本的生活習慣の指導  

○情緒の安定、社会適応力の指導  

（遊び、対人関係、コミュニケー

ション等の改善に関する内容）  

○人間関係の形成  

（他者とのかかわりの基礎等）  

○カウンセリング、心理療法等に

よる指導 

 

○再発を防ぐために、未学習内容の学習を補強する。 



- 51 - 

 

 自立活動の指導内容例 教科の内容を補充するための指導内容例 

Ｌ 

 

 

 

 

Ｄ 

○聞くことの指導 

・話の中から重要な部分を聞き取

る。 

・復唱、聴写等  

○話すことの指導  

・絵を見て話す 。 

・「いつ」「どこで」「誰が」「何を」

「どうする」等の項目に沿って話

す 。 

○読むことの指導（読解）  

・音声等を視覚的にとらえる 。 

・文字を含んだ単語全体として覚

える。  

○読むことの指導（読解）  

・短い文章の読解  

・読んで大切な部分に印を付けた

り、線を引いたりする。  

○書くことの指導  

・「いつ」「どこで」「誰が」「何を」

「どうした」等の項目に沿って書

く 。 

・文型や表現のモデルを参考にし

ながら書く 。 

○計算することの指導  

・位取りのマスを書いたり、補助

線を入れたりして計算する。  

・計算のやり方の言語化  

○推論することの指導  

・間違い探しや、同じ図形探し  

・型はめパズル、積み木  

○国語（英語） 

・教科書の教材文を分かち書きにしたり､行間を広

げたりして、スムーズに読めるようにする。 

・教材文に挿絵や写真等を活用して、文章の意味を

理解させる。 

○算数（数学）  

・視覚的補助、聴覚的補助により数概念の獲得、系

列化、操作等の理解を図る。 

 

Ａ 

Ｄ 

Ｈ 

Ｄ 
○不注意の改善の指導  

・いくつかの情報の中から必要な

ものに注目する。 

・終了の目安を視覚的に提示し、

確認させる。 

・自分に合ったメモの仕方を身に

付ける。  

○多動性、衝動性の改善の指導  

・ルールを理解する。 

・ロールプレイで相手の表情や気

持ちを考える。 

○カウンセリング  

○国語  

・漢字の学習において漢字の偏やつくりに着目させ、

違いを認識させる。 

  

○算数（数学）  

・文章題の意味理解に配慮して、解かせる。  
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「学習レディネス」について 

文部省「肢体不自由児の養護・訓練の指導」 (H6)を参考に作成  

 
 教科の学習、すなわち、「ことば（読み・書き等）」「かず」の学習を支える基礎的な技能は、
「運動・動作技能」「知覚技能」「基礎的な概念形成技能」の３つから成り立っています。これ
らの諸技能は、児童生徒の実態把握の視点として利用することもできます。  
 

レディネス技能 概                   要 
  

運
動
・
動
作
技
能 

粗大運動技能 
歩く、走る、回転する、はう、跳ぶ、スキップ、おどる、捕える、投げるなど、運粗大運動肩・

ひじなどに関係した関節や大きな筋肉を動かす能力 

巧緻運動技能 
なぞり書く、色を塗る、ちぎる、ハサミを使って切るなど、手首・指などに関係した関節や小

さな筋肉を動かす能力 

目と手の協応 
目の動く方向に手を、あるいは、手の動く方向に目を動かせるなど、目と手を同時に使って図

形や文字をなぞったり、書いたりする能力 
   

知
覚
技
能
（
視
知
覚
技
能
・
聴
知
覚
技
能
） 

身体知覚 自分自身の身体や頭・胸・腹・手・足など身体の部分を知覚する能力 

個体内部での位置知覚 

自分の身体の中心、手足の左右、身体の上下・前後を知覚したり、身体の左側の動きと右側の

動きを区別したりするなどの能力（この知覚に障害があると、例えば、文字を書かせると鏡文

字になることが多い） 

個体外部での位置知覚 
外部世界にある事物の左右、上下、内外、遠近、接離などを知覚する能力（個体内部の位置知

覚に障害があると、この知覚も障害されるといわれる） 

形の認知と弁別 
形の輪郭がわかり、また、それぞれの形の類似点や相違点の細かな差異に気づく能力（この能

力に障害があると、文字の弁別が困難になる） 

色の認知と弁別 色あいを区別する能力 

形の恒常性の知覚 
形の位置や大きさや色の変化にもかかわらず、形という特徴は変わらないことを知覚する能力

（この知覚に障害があると、例えば、「は」「は」「は」を同じ文字にとして見ることが難しい） 

保存性 

ある数量は、それに何かが付け加えられたり、そこから何かが取り去られたりしない限り、他

に変化が加えられても、変わらないということを知覚する能力（この能力に障害があると、例

えば、おはじき５個をくっつけたもの「○○○○○」と、離したもの「○  ○  ○  ○  ○」

とを提示すると、同じ個数だと捉えることが難しい） 

視覚的記銘 一連の視覚的情報を思い浮かべて再生する能力 

空間関係の知覚 

自分の前に間を隔てて置かれた２つ以上の事物がある、その１つ１つの事物と自分との相互関

係を把握する能力（この知覚に障害があると、例えば、本に書いてある文字や形を見て、書き

写すことが難しい） 

図－地の弁別 

重なり合った線や図形の中から特定の線や図形を選び出したり、多くの文字の中から、特定の

文字を選び出したりする能力（この能力に障害があると、例えば、読もうとする文章の行や文

字を選び出すことが難しい） 

全体－部分の関係 各部分を意味のある全体に統合したり、全体を各構成部分に分離したりする能力 

連続性の知覚 
視覚的、聴覚的、あるいは複合的な諸要素の順序を意味のある連続したものとして理解する能

力（この知覚に障害があると、例えば、物語のストーリーの理解が難しい） 

聴覚的記銘 音や音声を思い浮かべる能力 

聴覚弁別 音や音声の相違を認知する能力 

聴覚的連想 いろいろな音を聞いて意味を連想する能力 

聴覚的閉鎖 
１つの単語を構成するいくつかの音声の中のある音を発音せずに聞かせたあとで、単語全体を

正しく再生する能力 

聴覚的な図－地の弁別 背景となる音（地）の中から必要な音（図）を聞き分け認知する能力 

聴覚的な位置の知覚 音や音声の空間的な要素を認知し、その場所や位置を正確に認知する能力 

素材の認知 粗滑・硬軟・軽重・冷温を見分ける能力 

触空間の認知 身体の触れられた部位を認知する能力 

触覚弁別 手で触れて、ものの形や輪郭や粗滑・硬軟などを区別し知覚する能力 
   

基
礎
的
な 

概
念
形
成
技
能 

連合 
２つないしそれ以上の抽象や概念（例えば、手袋－手、量－数字など）の間に関連を確立させ

る能力 

一般化 
２つないしそれ以上の抽象や概念の間の類似性に基礎をおいて類に分ける能力 

（例、ハチ〔女王バチ、働きバチ、雄バチ〕、３〔… 、△ △ △ 、/ //、３つのミカン〕） 

 


